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令和５年第３回府中町議会定例会 

会 議 録（第２号） 

 

１．開 会 年 月 日     令和５年６月２３日（金） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     令和５年６月２６日（月） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１８名） 

   議長  梶 川 三樹夫 君    副議長  二 見 伸 吾 君 

   １番  川 上 翔一郎 君     ２番  宮 本   彰 君 

   ３番  西 山   優 君     ４番  狩 野 雄 二 君 

   ５番  坂 田 栄 一 君     ６番  田 中 伸 武 君 

   ７番  山 口 晃 司 君    １０番  西   友 幸 君 

  １１番  寺 尾 光 司 君    １２番  力 山   彰 君 

  １３番  三 宅 健 治 君    １４番  齋 藤   昇 君 

  １５番  益 田 芳 子 君    １６番  橋 井   肇 君 

  １７番  児 玉 利 典 君    １８番  木 田 圭 司 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（０名） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．付議事件 

  １ 会議録署名議員の指名  

  ２ 一般質問 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．説明のため会議に出席した者 

      副 町 長   齋 藤 哲 也 君 

      教 育 長   新 田 憲 章 君 

      総 務 企 画 部 長   増 田 康 洋 君 

      財 務 部 長   胡 子 幸 穂 君 

      福 祉 保 健 部 長   山 西 仁 子 君 
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      町 民 生 活 部 長   森 本 雅 生 君 

      消 防 長   新 宅 和 彦 君 

      教 育 部 長   榎 並 隆 浩 君 

      町民生活部次長兼自治振興課長   谷 口 充 寿 君 

      政 策 企 画 課 長   土 井 賢 二 君 

      健 康 推 進 課 長   平 岡 直 美 君 

      環 境 課 長   砂 崎 勇 介 君 

      教 育 総 務 課 長   藤 永 政 己 君 

      学 校 教 育 課 長   立 花 淑 子 君 

      社 会 教 育 課 長   竹 林 邦 彦 君 

      行 政 委 員会 総 合事 務局 長   小田上 和 史 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．職務のため会議に出席した者 

      議 会 事 務 局 長   森     太 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開議 午前 ９時３０分） 

○議長（梶川三樹夫君） 皆さん、改めまして、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１８名で定足数に達しておりますので、議会は成立いたして

おります。よって、令和５年第３回府中町議会定例会第２日目の会議を開きます。 

  本日の議事日程でございますが、お手元に配付しております日程で会議を進めてま

いりたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） 御異議なしと認めます。よって、議事日程のとおり、会議を

進めることと決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

○議長（梶川三樹夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は、１５番益田議員、１６番橋井議員を指名いたします。よろしくお願いいた

します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（梶川三樹夫君） 日程第２、一般質問を議題に供します。 

  一般質問は、慣例に従って、総務文教から順を追って通告順に行います。 

  総務文教関係第１項、グローバル教育の現状は、３番西山議員の質問を行います。 

  ３番西山議員。 

○３番（西山 優君） ３番西山です。一般質問させていただきます。どうぞよろしく

お願いします。  

  質問事項、グローバル教育の現状は。質問趣旨、今年５月、ここ広島県においてＧ

７サミットが開催されました。府中町の関連としては、安芸府中高等学校、府中中学

校、府中緑ヶ丘中学校が一緒に取り組む「原爆の子  さだ子の願い」の紙芝居がＧ

７サミットユースフォーラムで発表されたり、町のふるさと納税の品物になっている

安芸椿がレセプション会場や国際メディアセンターにおける府中町ブースで展示され

たりと、多方面で町をＰＲする機会となりました。  

  また、各国首脳が広島に集い、平和をはじめ、国際社会の重要な課題について話し

合う姿を間近で見聞きすることができ、町で育つ子どもたちにも世界のつながりを経

験するよい機会になったのではないかと思います。  

  今回質問するグローバル教育は、まさにこうした観点、言語の習得だけではなく、

自分の国や地域の伝統、文化について理解を深め、人権、平和、異文化などのテーマ

を、世界規模で物事を考えられるきっかけとなると思います。  

  府中町の現状を伺います。よろしくお願いします。  

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（榎並隆浩君） おはようございます。教育部長です。３番西山議員、「グ

ローバル教育の現状は」について答弁します。 

  第２次府中町教育振興基本計画、学校教育の基本目標「志を持ち、未来へ挑戦する

児童生徒の育成」の中の重点施策として、グローバル教育の推進をうたっています。

この中で、国際化に対応した教育を推進し、外国語によるコミュニケーション能力の

向上・定着を図るとともに、広い視野を持ち、他者と協働する能力を持ったグローバ

ルな社会に挑戦する児童生徒を育成することとしております。 

  具体的な取組として、小学校３・４年生の外国語活動では、外国語非常勤講師と担

任が、また小学校５年生から中学校３年生の外国語の授業では、外国語指導助手であ
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るＡＬＴが教員とチーム・ティーチングを行い、英語によるコミュニケーション能力

の育成など、よりきめ細かく、個に応じた指導を行っております。英語の授業だけで

はなく、休憩や給食時間でも、ＡＬＴと触れ合うことで、ＡＬＴの出身国について聞

くなど、異文化・国際理解にもつながっています。 

  また、小学校では、毎日英語に親しむ時間「ふちゅうＥタイム」を設定し、朝の放

送や給食の献立を英語で放送したり、ＡＬＴによる英語の本の読み聞かせなど、各校

が工夫したプログラムを実施し、日常的に英語に触れ、英語の楽しさや発音に慣れ親

しめるようにしております。  

  また、今年度は４年ぶりに、小中学生とＡＬＴや安芸府中高校の国際科の生徒、留

学生が英語で交流する会「グローバル・キャンプ」の実施を計画しております。学校

での学びを生かし、主体的に外国語を用いて表現し、他国の文化に対する理解を深め

る場としていきます。 

  そのほか、安芸府中高校の国際科とも積極的に連携を進めております。英検の合格

に向けては、安芸府中高校の生徒が面接官役となり、中学生に対して、傾向に沿った

質問や答え方のサポートをしています。また、毎年８月６日には、国際科と各中学校

の生徒が協働して、平和記念公園で佐々木禎子さんを描いた紙芝居を英語で披露して

います。今月は、安芸府中高校の国際科との交流のため来日したハワイの留学生と安

芸府中高校の教員が、町内の小中学校を訪問し、文化交流を行いました。小学校では、

留学生によるハワイの紹介や歌の披露、小学生からは折り鶴や日本の昔遊びの紹介を

行い、中学校では、留学生によるハワイのプレゼンに対して中学生が質問をするなど、

英語を通した文化交流を行いました。そのほか、Ｇ７開催に合わせて、Ｇ７参加国を

身近に感じることのできる給食を実施する学校もありました。 

  今後も広い視野を持ち、他者と協働する能力を持ったグローバル社会に挑戦する児

童生徒の育成を目指し、取り組んでまいります。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。  

○議長（梶川三樹夫君） ２回目の質問ございますか。 

  ３番西山議員。 

○３番（西山 優君） ３番西山です。御答弁、ありがとうございました。  

  新たなる子どもたちの連携の行事については、子どもたちにとって将来にプラスと

なると思います。期待しております。  
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  文部科学省も２０３０年の社会と子どもたちの未来という中で、学校を変化する社

会の中に位置づけ、教育課程全体を体系化することによって、学校段階間、教科等間

の相互連携を促し、さらに初等中等教育の総合的な姿を目指すものであるとしていま

す。グローバル教育はその時代に対応した教育が必要です。引き続き、変化に柔軟に

対応していただくことを要望しまして、私の質問を終わります。  

○議長（梶川三樹夫君） 以上で、第１項、グローバル教育の現状は、３番西山議員の

質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係第２項、緑ヶ丘中学校の施設・設備の充実について、１８番

木田議員の質問を行います。 

  １８番木田議員。 

○１８番（木田圭司君） 皆さん、おはようございます。質問事項、緑ヶ丘中学校の施

設・設備の充実について。質問の趣旨ですが、府中緑ヶ丘中学校は建築されてから

４０年以上が経過し、施設・設備の老朽化が進んでいます。この件について多くの議

員の方々も過去いろんな場面で、私も含め質問や御指摘をされている案件でございま

す。その後、どういうふうになっているのかということで質問させていただきます。  

  特に町内には中学校が２校だけということで、議員の皆様もお聞きかもしれません

が、私自身、保護者の方から改築を終了した府中中学校と施設・設備面を比較した

様々な御意見を伺っています。町が策定している公共施設の維持保全計画でも、緑ヶ

丘中学校の劣化度が内装・外装とも耐用年数を超えたｄ評価以下となっており、町で

も対応の必要性が認識されていると思います。生徒が安心して充実した学校生活を送

り、十分な教育効果を上げるためには、施設・設備面の充実も必要です。  

  そこで今後の緑ヶ丘中学校の施設・設備の充実に向けた整備の考えをお伺いします。  

  以上、よろしくお願いいたします。  

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（榎並隆浩君） 教育部長です。１８番木田議員、緑ヶ丘中学校の施設・設

備の充実について答弁いたします。 

  府中緑ヶ丘中学校は昭和５５年に開校し、４０年以上が経過しており、議員御指摘

のとおり、老朽化も進んでおり、対策の必要性は教育委員会としても認識しておりま

す。 
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  府中緑ヶ丘中学校の改修については、実施計画に基づき、来年度、校舎、管理教室

棟の屋根・外壁の改修を予定しております。また、内装につきましては、平成２７年

度に耐震化工事と併せてトイレの改修、平成２８年度に普通教室の空調設備の改修を

実施し、教室の扉についても毎年度予算を確保し、計画的に更新しているところです。 

  現在、町の実施計画においては、公共施設の長寿命化を図るため、劣化度の進んで

いる屋根・外壁の改修を優先して行っているところでございます。そのため内装につ

いては、議員御指摘のとおり、耐用年数は超えているものの、屋根・外壁の改修を優

先しているところもあり、大規模改修などは実施計画に計上されていない状況です。 

  また、学校施設全体で見ますと、建設から５０年以上経過している府中南小学校、

４０年以上経過している府中東小学校、府中北小学校についても、同じく内装の老朽

化が進んでいる状況です。 

  今後は老朽化の進む他の公共施設の状況や、将来の財政状況を勘案しつつとはなり

ますが、関係部署とも調整しつつ、引き続き、教育環境の整備を進めてまいりたいと

考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。  

○議長（梶川三樹夫君） ２回目の質問ございますか。 

  １８番木田議員。 

○１８番（木田圭司君） １８番です。御答弁、ありがとうございました。  

  来年度、外壁・屋根等の改修、行われる計画あるということで少しは安心しました

が、行われる場合は安全面等を十分配慮してやっていただければというふうに思って

おります。  

  実はこの質問をさせていただく前にも保護者の方から、トイレでの音を消すための

設備、通称というか音姫というのがあるらしいんですけど、これが緑ヶ丘中にはつい

てないということで、教育委員会のほうで調べていただいたら、緑ヶ丘中学校だけに

ついてないということで、少しショックでした。それでトイレの音を消すための設備

ですが、教育委員会に相談をして早急に対応をしていただいたことは感謝いたしてお

ります。しかしながら、女子トイレの鍵が壊れているという件もありまして、これを

相談させていただいたとき、そのようなことがないという返事が最初返ってきまして、

引き続き調べていただいたら、４階の女子トイレの鍵がめげていたということで、教

育委員会のほうに行っていただいて、すぐ鍵を直していただいたというようなことも
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ありました。  

  ちょっと感じるのが、やっぱり学校現場、大変忙しいと思います。教育委員会がし

っかりサポートしていただいて。ちょっと連携がうまく取れていないのかなというの

は感じました。今回のやり取りも含めてですね。  

  緑ヶ丘中学校は、皆さん御存じのとおり、府中中学校すごいきれいになって、すば

らしい学校で、どうしても２つしかないんで比較されるところあります。すぐできな

いことももちろんあるんで、しようがない部分は分かるんですけど、先ほど言ったよ

うなことなんかはちゃんと調べて管理すれば分かることで、それやっぱりショックで

すよね。緑ヶ丘中学校だけ。ほかは全部６校ついて、ここだけなかったということが

分かりましたので、こういうことはやっぱり、もちろん生徒にも親にも言いたくもな

いし、言われんような話になります。緑ヶ丘中学校だけなかったって言ったら、やっ

ぱり面白くない話になりますので、できるだけこういうことがないように、いつもほ

かと調整しながら全部同時にやりますとかという答弁があるじゃないですか。そうい

う中でこういうことがあったので、僕もその辺はしっかり連携を取っていただきたい

ということは強く要望しておきます。  

  いきなり全てを実施することは難しいのかもしれませんが、この件のように、生徒

や親の声に耳を傾けることで環境改善が図れることもあると思います。同じ町立中学

校へ通う生徒の皆さんが環境面で格差を感じることなく、気持ちよく学校生活を送れ

るよう着実に同学校の施設・設備の改善を進めていただくことを強く要望しまして、

私の質問を終わります。ありがとうございました。  

○議長（梶川三樹夫君） 以上で、第２項、緑ヶ丘中学校の施設・設備の充実について、

１８番木田議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係第３項、通学路の安全への取組について、４番狩野議員の質

問を行います。 

  ４番狩野議員。 

○４番（狩野 雄二君） ４番狩野でございます。よろしくお願いいたします。一般質

問通告書に従い、通学路の安全への取組についての質問をいたします。  

  今年も４月に町内の５つの小学校で入学式が行われ、多くの子どもたちが１年生と

なり、約３か月が経とうとしています。子どもたちも小学校生活に慣れてきた頃では

ないかと思います。  
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  一方、保護者の皆さんは子どもたちの小学校生活において、いろいろと心配される

ことがあると思いますが、特に登下校についての心配は多いと思います。これまでの

幼稚園、保育園とは違って、多くは子どもたちだけの歩いての登下校となるため、保

護者の皆さんは通学路で子どもたちが事故に遭わないか、けがなどしないかと心配は

尽きない状況であると思います。  

  警察庁のまとめによると、登下校中の事故で死亡したり重傷を負ったりした児童の

数は、平成２８年から令和２年の５年間で９０８人に上っています。登校中が

２９４人、下校中が６１４人と下校中の事故が特に目立っています。この数字は死者、

重傷者が出た事故だけの統計です。軽いけがやけががなかった事故、中学生以上の子

どもたちが含まれておらず、実際にはより多くの児童生徒が事故の当事者となってい

ます。  

  府中町では、児童が安全に登下校できるように、学校側では下校時に先生やサポー

トメンバーが一緒に帰ることでの安全指導や地域の方による見守り活動などが行われ、

児童が安全に登下校できるような取組が行われています。これらの取組は人による安

全確保であり、いわゆるソフト領域での対応ということになります。  

  一方、歩道を含め、通学路の危険箇所を改善するというハード領域の対応も非常に

重要となります。町では、平成２６年に策定された府中町通学路交通安全プログラム

により、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保が図られているとのこ

とです。毎年、通学路を中心に対策要望箇所の抽出が各学校のＰＴＡを中心に行われ

ています。対策要望箇所は府中町教育委員会へ提出し、府中町建設部、府中町町民生

活部、広島東警察署、広島県西部建設事務所などの関係機関により、対策方法が協議、

検討されています。対策が実施されたものに対しては、対策効果の確認としてヒアリ

ングが実施され、対策実施後も安全点検や効果の把握の結果を踏まえて、対策内容の

改善、充実が図られることになっています。どのような危険箇所、課題があるのか、

それらをどのように対策したのかは、府中町のホームページにある各年度の対策箇所

一覧表を見ることで、それぞれの具体的な内容を確認することができます。  

  全ての要望において迅速な対策実施が理想ではありますが、向洋駅周辺での対策要

望では、区画整理事業が行われていることから次年度以降というような項目もあり、

全てがすぐに対応されていないという状況もございます。  

  府中町教育委員会が主体となり取り組まれている府中町通学路交通安全プログラム
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の実施内容を含め、通学路の安全への取組について、４件の質問をいたします。  

  まず１つ目なんですが、交通事故の発生状況についてですが、府中町での近年にお

ける登下校中の児童生徒の事故の件数、状況について伺います。  

  次に、府中町通学路交通安全プログラムの実施内容について伺います。  

  ２つ目として、毎年多くの対策要望箇所がＰＴＡより提出されていると思われ、要

望箇所の対策が実施されていくことで、少しずつ対策要望箇所は減少していくと考え

ていますが、対策要望箇所の数の推移はどのようになっているのでしょうか。また、

対策実施率についても併せて教えてください。  

  ３、対策要望が提出されても対策が困難とされる場合があると思いますが、そのよ

うな場合、代替案などの検討が行われているのでしょうか。対策困難となった場合の

対応方法について教えてください。  

  ４、事故を未然に防止するということから、抽出された対策要望箇所と同じような

危険箇所が他の場所でもないかをチェックし、要望がなくても、積極的に改善をする

という取組が望ましいと考えております。対策内容の水平展開について伺います。  

  以上、よろしくお願いいたします。  

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（榎並隆浩君） 教育部長です。４番狩野議員、通学路の安全への取組につ

いて答弁します。 

  まず最初に、児童生徒の登下校時の見守りを町内会や民生委員、児童委員などの地

域の見守り隊や交通安全推進隊、ＰＴＡなど、多くの地域の方々や保護者の皆様に御

協力いただいていることについて厚く御礼申し上げます。 

  本町では、通学路の安全確保に向けた取組を行うため、平成２６年１０月に府中町

通学路交通安全プログラムを策定しています。本プログラムに基づき、各小学校は毎

年度、学校区ごとに通学路の安全点検を実施し、対策必要箇所を取りまとめ、府中町

学校ＰＴＡ連絡協議会を通して教育委員会へ提出されます。教育委員会では、提出さ

れた対策必要箇所について、建設部、町民生活部、警察の関係部署へ伝え、可能なも

のについては速やかに対応を行ってきているところです。 

  それでは、１つ目の質問、町内の登下校中の児童・生徒の事故件数、状況について

答弁します。学校から教育委員会に報告のあった事故件数は、平成３０年度、令和
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２年度、令和３年度、令和４年度に各１件ありました。状況としては、横断歩道や道

路を横断していた際に車やバイクと接触した事故や、歩道で車と接触した事故でした。

なお、令和５年度については、現在のところゼロ件です。 

  次に、２つ目の質問、ＰＴＡからの対策要望件数と対策実施の割合の推移について

ですが、府中町学校ＰＴＡ連絡協議会から出された通学路に関する要望の件数は、令

和４年度５１件、令和３年度５２件、令和２年度２６件です。主な要望としては、一

時停止や横断歩道などの道路標示の設置や修繕、カーブミラーの新設、歩道の柵など

の設置などです。本来ならば対策を行うことで要望箇所が減少していくところですが、

令和２年度を除いて、件数はあまり変化はしておりません。理由としては、道路標示

の修繕などの要望があることや、点検をされる方が変わることで新たな箇所が要望さ

れるなどが考えられます。令和２年度に件数が約半分になっていますが、新型コロナ

の感染症の影響で十分な点検ができなかったのではないかと思われます。  

  次に、対策実施の割合ですが、令和４年度、対策を実施した割合は、一部実施を含

めて４７％、令和３年度は３７％、令和２年度３８％です。なお、一時停止や横断歩

道の道路標示新設は広島東警察への要望案件となりますが、交通量や歩行者の状況、

交通円滑化への影響、県内の他地域との比較、当初予算枠など総合的に判断し、優先

順位をつけて設置しているとのことです。また、歩道へのガードパイプ設置要望につ

いても、設置により歩道が狭くなり危険性が増すといった事態が想定されるため、設

置困難といった事例もあります。 

  ３つ目の質問、対策要望箇所が対策困難となった場合の対応についてですが、先ほ

ども触れました、一時停止や横断歩道などの道路標示の設置などについては、道路管

理者や警察など関係部署において協議し、速度抑止の道路標示設置など交通実態に応

じて安全対策を検討し、可能な箇所については取り組んでおり、代替方法も模索、検

討しながら安全対策を行っているところです。 

  ４つ目の質問、事故の未然防止の観点から、対策要望箇所と同じ内容が他の場所で

ないかを確認し、改善を行うなどの取組についてですが、まずは各学校において毎年

通学路の安全点検を実施し、対応し、未然に危険を防止することが重要と考えており

ます。また、学校での交通安全の指導や道路パトロールなどの際に活用することで、

危険箇所を早期に発見し、改善していきたいと考えています。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。  
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○議長（梶川三樹夫君） ２回目の質問ございますか。 

  ４番狩野議員。 

○４番（狩野 雄二君） ４番狩野です。御答弁ありがとうございました。  

  登下校での事故が平成３０年以降で４件発生しているとのことです。横断歩道や道

路横断時での車やバイクとの接触とのことで、運転者の安全意識の向上は当然ではあ

りますが、子どもたちに対しても左右確認を行い、横断するなどの安全教育もしっか

り行っていく必要があると思います。  

  これまで、交通事故をなくすために様々な取組が行われ、現在も行われています。

その中心となる取組が、今回質問として取り上げました府中町通学路交通安全プログ

ラムです。先ほど述べたような運転者などへの安全意識向上の働きかけも重要ではあ

りますが、人の意識向上だけでは限界があることも事実であり、安全を確保するため

の各種整備も必要であることから、毎年ＰＴＡにより対策要望箇所が出されています。  

  令和４年度に対策を実施した割合は、一部実施を含めて４７％、令和３年度は

３７％、令和２年度３８％ということで、半分も対策されていない状況となっていま

す。管轄が警察で、ほかの状況も加味しての判断で、優先順位をつけての対応である

とのことで、府中町が独自に対応できないというもどかしい状況であります。町側も

いろいろと取り組んでおられると思いますが、特に危険と判断される場所については

代替方法を検討していただくとともに、警察へ継続しての働きかけをお願いいたしま

す。  

  それでは２回目の質問を行います。  

  １、対策が実施された箇所、内容は府中町ホームページで確認することができます

が、対策がされていない場所、未対策箇所については公開されておらず、住民は知る

ことができない状態です。未対策箇所をホームページで公開することや、未対策箇所

がある町内会へ知らせることで、住民が危険箇所を把握し、見守りにもつながるので

はないかと思います。情報の共有化という考えから、未対策箇所の公開含め、町内会

への展開を行う考えはないのかを伺います。  

  ２、府中町通学路交通安全プログラムでは、ＰＤＣＡを回して安全の向上を図ると

されていますが、具体的な実施例があれば教えてください。対策効果の確認はどのよ

うにされて、改善されたとの判断はどのようにされているのかを具体的にお聞きした

いと思います。  
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  以上、よろしくお願いいたします。  

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  教育総務課長。 

○教育総務課長（藤永政己君） 教育総務課長です。４番狩野議員の２回目の質問に答

弁いたします。 

  まず１つ目の質問、「未対策箇所の公開を含め、町内会等への展開を行う考えはな

いでしょうか」についてですが、議員御指摘のとおり、対策が難しい場所等について

公開することは危険箇所の把握、見守りにもつながる等、利点があると考えておりま

す。このため、町で判断のできるケースについては公開内容を検討していきたいと考

えております。県や警察などで判断するケースについては、今後どのような対応が可

能かについて協議をしていきたいと考えております。また、町内会等への展開につい

ては、危険箇所等については、地元の方が一番御存じと思いますが、より一層連携し

ていきたいと考えております。 

  次に、２つ目の質問、「府中町通学路交通安全プログラムではＰＤＣＡを回して安

全の向上を図るとされていますが、具体的な実施例があれば教えてください。対策効

果の確認はどのようにされて改善されたとの判断はどのようにされているのかを具体

的にお聞きしたい」についてですが、毎年６月に府中町学校ＰＴＡ連絡協議会から町

に要望が提出され、関係機関との協議、検討を行い、翌年２月に町から対応策等の回

答をしております。要望書を提出される前に、各学校のＰＴＡにより点検を実施して

いただいており、その際に、対策の効果、改善されたかを確認いただいております。

このサイクルを続けることで、今後も安全の向上を図っていきたいと考えております。 

  答弁は以上です。  

○議長（梶川三樹夫君） ３回目の質問ございますか。 

  ４番狩野議員。 

○４番（狩野 雄二君） 御答弁、ありがとうございました。  

  最後は要望として述べさせていただきます。未対策箇所についての情報を公開する

ことは安全にとってプラスの効果はあっても、決してマイナスにはなりません。地域

を熟知している住民の皆さんに、地域を通学路としている児童生徒の安全を確保する

という意識をより強く持っていただき、注意を向けてもらうことができるのではない

かと思います。さらに、未対策箇所の近くを自動車や自転車で通るときは、危険が潜
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んでいる場所なので、運転を特に慎重にしようと意識するきっかけになるかもしれま

せん。ぜひ、情報の共有化に取り組んでいただきたいと思います。  

  対策箇所の対策効果の確認もＰＴＡによる点検が実施されているとのことですが、

対策が完了したからそれで終わりではなく、継続的に効果の確認をしていただき、安

全の向上を図り続ける取組をお願いします。  

  最後に繰り返しになりますが、府中町通学路交通安全プログラムの対策要望箇所の

対策実施率は半分以下の状況です。管轄が警察であり、府中町が独自に対応できない

ということですが、代替方法を検討していただくとともに、警察への対策実施の働き

かけをお願いするとともに、行政と住民が協力して安全への取組を続け、事故ゼロを

達成しましょう。  

  以上で質問を終わります。ありがとうございました。  

○議長（梶川三樹夫君） 以上で、第３項、通学路の安全への取組について、４番狩野

議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係第４項、住んでよかった、住んでみたいまちづくりについて、

１２番力山議員の質問を行います。 

  １２番力山議員。 

○１２番（力山 彰君） 皆さん、おはようございます。住んでよかった、住んでみた

いまちづくりについて質問いたします。  

  質問趣旨ですが、全国自治体の共通の課題でもある大都市圏への人口流出、少子高

齢化の進行による人口問題や地球温暖化がもたらす災害の激甚化、頻発化に対応しな

がら、府中町に住んでみたい、住み続けたい、住んでよかったと町民に実感していた

だくため、平成２８年度からの１０年間を計画期間とする第４次総合計画が平成

２７年度に策定され、８年目を迎えました。この間、平成３０年に発生した豪雨災害

や新型コロナウイルス感染症の蔓延など、予期していなかった事態も発生いたしまし

たが、これらも柔軟に対応しながら、着実にまちづくりを進めてこられました。私も

第４次総合計画策定時に町民を代表する議員として携わり、様々な議論を交わしたこ

とは記憶に新しいところです。  

  町民の皆様を応援するまちづくりをモットーに、佐藤町長が宣言された「広島都市

圏で一番子育てしやすいまち」、「志を育む教育のまち」、「バランスの取れた行政

施策」を着実に進め、町民に愛着・誇り・魅力を実感してもらうための事業や、指標
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の目標とされた人口についても、大きな社会情勢の変化の中でも様々な方々に評価さ

れ、ほぼ達成されるのではないかと思います。  

  また、府中町は、行政自らが設定した指標の達成度だけでなく、民間会社などのリ

サーチでも、広島都市圏だけでなく、県内でも商工住のバランスの取れた町として、

住みやすさで高評価を受けています。  

  そこで、次の質問をいたします。  

  １、第４次総合計画期間は残り２年となりました。これまでの目標に対する成果と

これからのまちづくりについて。  

  ２、第４次総合計画の改定では、平成３０年７月の豪雨災害を教訓に、新たに「災

害に強いまちづくり」が基本施策に追加されました。国土強靱化地域計画に基づく公

共施設を含む防災事業やインフラなどの長寿命化事業は重要な施策だと思います。こ

の総合計画策定以降の防災・減災対策の取組と、住民への防災への啓発活動について。  

  以上、よろしくお願いいたします。  

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  総務企画部長。 

○総務企画部長（増田康洋君） おはようございます。総務企画部長です。１２番力山

議員の一般質問、住んでよかった、住んでみたいまちづくりについて、に答弁いたし

ます。 

  第４次総合計画については、目指すべき町の将来像を、「ひとがきらめき まちが

輝く オアシス都市 あきふちゅう」、また、それを実現するための基本理念を「商

工住のバランスを保ち、次世代へ元気をつなげるひととまち ～住んでよかった、住

んでみたいまちづくり～」と定め、現在、その達成へ向け、鋭意取り組んでいるとこ

ろでございます。 

  １つ目の御質問、第４次総合計画における、これまでの目標に対する成果とこれか

らのまちづくりについてです。まず、平成２８年度から令和２年度までを対象とした

前期ですが、中間見直しとして、令和３年度以降の後期へ向けた改訂を行うに当たり、

各種アンケートの調査結果、町を取り巻く情勢、前期取組の成果・課題を踏まえ、政

策評価を実施しており、当時、議会にも御説明をしているところでございます。政策

評価における取組の成果につきましては、その一端とはなりますが、改めてお示しを

したいと思います。ネウボラふちゅうの創設、子どもの予防的支援構築事業への参画、
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放課後児童クラブの対象学年の拡充、コミュニティースクールの全小中学校への導入、

府中公民館・歴史民俗資料館・消防団詰所の複合施設の改築、ＷＡＣＴＯＲＹパーク

揚倉山の人工芝改修、新型コロナウイルス感染症の蔓延に係る的確でタイムリーな支

援、府中北交流センターの整備、救急車への画像伝送装置の配備、役場庁舎における

非常用自家発電設備の更新や２階フロアのリニューアルなど、多くの成果を上げまし

た。 

  なお、年度ごとに具体的な数値等による目標値を定めた施策や事務事業の個別的な

評価については、前期５年間を対象にまとめたシートをホームページで公表していま

すので、御覧いただければと思います。  

  前期の政策評価において様々な課題も表面化したわけですが、当該課題については

４つの視点で整理し、その対応や解決を図るべき要素について、令和３年度から令和

７年度までを対象期間とする後期へ盛り込み、改訂版を策定した次第です。 

  １つ目の視点は、防災への取組の強化です。平成３０年７月豪雨災害の経験を基に、

防災・減災の分野を見直す必要が生じたことから、災害に強いまちづくりを体系上の

施策として格上げすることにより、強化を図ることとしました。これは、後ほどにな

りますが、２つ目の御質問にも関係してまいります。 

  ２つ目の視点は、人口減少・少子高齢化への対応です。子育てや教育の分野につい

て住民ニーズが高いことが明確化したことから、引き続き、当該分野へ注力すること

としました。 

  ３つ目の視点は、新しい技術の導入です。新型コロナウイルスの感染拡大により顕

在化したデジタル化の遅れを克服するため、業務を効率化した上で、最大限のサービ

スが提供できる環境を整備することとしました。 

  ４つ目の視点は、新しい働き方の導入です。行政サービスの質を維持しつつ、新た

な日常を見据え、テレワークなど新しい仕事のスタイルを確立することとしました。 

  後期につきましては、現在まさに進捗中であることから、個別具体的な評価は避け

ますが、不育症治療費助成事業、ふれあいごみ収集事業、下岡田官衙遺跡保存・整備

事業、新たな業務スタイル推進事業などの新規事業、また、生活困窮者自立支援事業、

観光事業、コミュニティーバス等運行事業、子ども医療費助成事業などの拡充事業、

ともに順調に予算化を講じているところです。 

  このように、第４次総合計画に堅実に取り組んできたからこそ、議員おっしゃいま
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すように、目標人口５万３，０００人も視野に入っていますし、住みたいまちランキ

ング、住みここちランキングという、民間企業リサーチにおける高評価にもつながっ

ているものと思われ、総じて、第４次総合計画は、現時点において好調に推移してい

ると分析できるものと考えています。令和７年度へ向けたこれからのまちづくりにお

いても、第４次総合計画改訂版、そして後期実施計画に掲げた施策・事務事業を着実

に実施することで、「住んでよかった、住んでみたいまちづくり」を引き続き進めて

まいります。 

  ２つ目の御質問、第４次総合計画策定以後の防災・減災対策の取組と住民への防災

への啓発活動についてです。まず前期ですが、安心安全・地域協働・産業活性化のま

ちづくりという基本施策の下、防災事業という事務事業において、飲料水やアルファ

化米、毛布等避難生活必需品の備蓄、また、自主防災会等の災害用備品整備に対する

補 助 金 交 付 な ど を 中 心 に 実 施 し ま し た 。 前 期 ５ 年 間 の 事 業 費 実 績 は 、 合 計約

２，７００万円です。 

  続いて後期ですが、先ほども触れたとおり、平成３０年７月豪雨災害の経験を基に、

災害に強いまちづくりを基本施策として立ち上げたことについては、改訂の大きな柱

の１つでした。事務事業は、住民と行政の連携を主眼とする防災・減災推進事業と、

避難施設等の充実を主眼とする防災体制強化事業へ二分し、その推進を両面から図る

こととし、後期実施計画へ計上しました。 

  後期実施計画において、防災・減災推進事業では、自主防災組織に対する防災活動

支援助成、防災訓練の実施、避難の呼びかけ体制の構築支援に取り組むこととしてお

り、防災体制強化事業では、備蓄計画に基づく備蓄品の確保、避難施設への防災備蓄

倉庫の整備に取り組むこととしています。また、この分野は住民生活へ大きく影響す

ることから、Ｗｅｂハザードマップの作成や避難所マニュアルの作成など、後期実施

計画には計上していない事業内容であっても、必要と判断する内容については適時適

切に予算化し、実施しています。防災・減災推進事業、防災体制強化事業の両事業に、

福祉避難所として環境整備を行った老人福祉センター改修等事業を加えた後期実施計

画上の５年間の事業費は、合計約１億３，０００万円で、前期５年間の実績と比較し

約５倍の事業費を計上しており、災害に強いまちづくりを強力に推し進めているとこ

ろです。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 
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○議長（梶川三樹夫君） ２回目の質問ございますか。 

  １２番力山議員。  

○１２番（力山 彰君） 答弁ありがとうございました。  

  ただいまの答弁において、第４次総合計画は現時点において好調に推移している。

また、令和７年に向けたこれからのまちづくりについて、第４次総合計画改訂版、後

期実施計画に掲げた施策、事務事業を着実に実施し、住んでよかった、住んでみたい

まちづくりを引き続き進めてまいりますとの返答をいただきました。  

  今後も第４次総合計画の完成に向け、掲げられている施策、事務事業を着実に進め

ていただくようお願いします。  

  なお、第４総合計画に含まれている府中南公民館の建て替えにつきましては、今年

２月に開催された全員協議会において、近年の自然災害を考慮し、建て替えを延伸す

るとの説明がありました。現在工事中の青崎池尻線は、府中南公民館のすぐ前を通っ

ており、開通すれば交通量が大きく変化します。また、開通により、公民館前の道路

は三差路となりますが、信号機の設置は計画されていません。このことから、公民館

利用者に危険が生じるのではないかと危惧しています。府中南公民館の建て替えに際

しては、このような危険性も加味し、他の公共用地への建て替えも検討していただく

ようお願いします。これは私の要望でございます。  

  第４次総合総合計画は２年半後の令和７年度末をもって終了し、次期第５次総合計

画に移行します。第５次総合計画の立案に際しては、第４次総合計画の実施結果の検

証や住民意見収集など様々な作業が必要であり、立案までには長い期間を要すること

から、そろそろ検討を開始しなければならない時期に来ているのではないかと考えま

す。そこで、そのタイムスケジュールについてどのように考えておられるのかについ

てお伺いします。  

  以上、よろしくお願いします。  

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  政策企画課長。 

○政策企画課長（土井賢二君） 政策企画課長です。１２番力山議員さんの２回目の御

質問に対し、答弁いたします。 

  １回目でも答弁いたしましたが、現在は第４次総合計画の目標達成に向け、鋭意取

り組んでいるところですので、第５次総合計画について、具体的に何も決まっており
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ません。ただし、現時点で答弁できる内容としては、４点あろうかと思います。 

  まず１点目、今年度中にスケジュールを編成し、令和６年度から本格的に着手した

いと考えているところです。２点目は、第４次総合計画後期の政策評価を実施し、第

５次総合計画に適切に反映させるところです。３点目は、着手後、議員、学識経験者、

住民などの各方面の方々から様々な形で御意見をお聞きすることです。４点目は、第

４次総合計画後期において、新たな広聴事業として取り組んだ地域懇談会や、町長と

のふれあいトークでお聞きしたお声も参考にすることです。 

  答弁は以上となっています。 

○議長（梶川三樹夫君） ３回目の質問ございますか。 

  １２番力山議員。  

○１２番（力山 彰君） 答弁ありがとうございました。  

  第５次総合計画は府中町の将来を決める大切な計画です。計画内容をしっかり検討

して作成できるよう、余裕を持ったタイムスケジュールとしていただくようにお願い

して、私の質問を終わります。ありがとうございました。  

○議長（梶川三樹夫君） 以上で、第４項、住んでよかった、住んでみたいまちづくり

について、１２番力山議員の質問を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（梶川三樹夫君） ここで休憩をいたします。再開は１０時４０分からといたし

ます。休憩。  

（休憩 午前１０時３０分）  

 

（再開 午前１０時４０分）  

○議長（梶川三樹夫君） 休憩中の議会を再開します。  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（梶川三樹夫君） 続いて、総務文教関係第５項、小中学校の安全対策の現状に

ついて、１番川上議員の質問を行います。 

  １番川上議員。 

○１番（川上翔一郎君） おはようございます。まずもって、今回、一般質問の機会を

いただき、梶川議長、二見副議長をはじめ、先輩同僚議員各位に心から感謝申し上げ

ます。  
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  新型コロナウイルスの発生から３年余りがたち、感染法上の分類が、５月８日から

季節性インフルエンザと同じ５類に引き下げられました。これにより、皆さんの生活

も少しずつ戻ってきているのではないかと安堵しているところであります。そして、

５月１９日から３日間にわたって、Ｇ７広島サミットが被爆地であるここ広島で開催

されました。私自身、市内に足を運ぶ機会があり、その光景を見させていただきまし

た。全国から警察官の方が動員され、緊迫した風景だったのではないかと感じており

ます。  

  核軍縮に関する議論に加え、国際経済、安全保障、ロシアにおけるウクライナ侵攻

など国際秩序の回復に向けたＧ７の結束と、Ｇ２０やグローバルサウスとの連携など、

国際社会全体のルールについて議論され、それを広島の地で行われたことは考えさせ

られるサミットではないかと感じております。そして何よりも広島の魅力を最大限世

界に発信できたことは大変うれしく、大成功だったのではないかと思っております。  

  それでは、これより小中学生の安全対策の現状について、一般質問をさせていただ

きたいと思います。  

  近年、登下校中に不審者が相次ぐ中、府中町においても数件確認され、警察と連携

を取っていただいています。下校途中の事件でまだ記憶に新しいのは、安芸区で

２００５年に起きた小１女児殺害事件。二度と起きてはならない事件の１つであると

私は感じています。また、２０２０年には、坂小学校で男が女子トイレに侵入し逃げ

たなど、様々な事案があります。全国でも不審者が学校内に侵入したりと、年々増加

していく中、子どもたちの安全が脅かされています。保護者からも不安の声をお聞き

することも少なくありません。登下校中などは、なかなか先生からも目が届きにくい

ことから、保護者、ＰＴＡ、地域の方々など、連携を強化していく必要が必要不可欠

であると考えます。  

  現在、保護者、ＰＴＡ、地域の方々など、どのように連携し、体制を取っています

か。不審者が学校に侵入するのを防ぐための対策は。防犯対策の訓練の状況を教えて

ください。  

  以上３点、答弁よろしくお願い申し上げます。  

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（榎並隆浩君） 教育部長です。１番川上議員、小中学校の安全対策の現状



- 20 - 

について、に答弁します。 

  １つ目の質問、「登下校中での不審者に対して、現在、保護者、ＰＴＡ、地域の

方々など、どのように連携し体制を取っていますか」についてですが、日々の登下校

につきましては、地域の皆様方及び関係団体の御協力をいただき、見守りを行ってお

ります。 

  具体的には、町内会や民生委員、児童委員などの地域の見守り隊、交通安全推進隊、

ＰＴＡの見守りのほか、町の生活安全相談員によるパトロールなどとなっています。

また、緊急時に駆け込むことのできる子ども１１０番の家があります。 

  学校に不審者情報が入ったときは、児童生徒に不審者発見時の情報及び危険回避の

方法について指導するとともに、学校からは保護者へメールで情報提供し、状況に応

じて教員が下校指導などを行います。併せて、学校からの情報を受けた教育委員会は、

関係部署の自治振興課、危機管理課などのほか、県警や県教委にも情報提供しており

ます。 

  次に、２つ目の質問「不審者が学校に侵入するのを防ぐための対策について」です

が、施設・設備面、安全管理体制面の両面で対策を行っております。 

  具体的には、施設・設備面では、外部からの来訪者を確認でき、不審者の侵入を抑

止するために、各学校２か所ずつ防犯カメラを設置しております。また、安全管理体

制面としましては、各校が作成している危機管理マニュアルを基に、来訪者の受付設

置、来訪者への声かけなどを行います。不審者と確認したときは、マニュアルに沿っ

て不審者に退去を求めつつ、児童生徒の命を守る避難誘導をするとともに、警察に一

報するなどの不審者対応を行います。 

  最後に、３つ目の質問「防犯対策の訓練の状況について」ですが、各学校では、児

童生徒に対して不審者に対する避難訓練を行っております。毎回、不審者が侵入する

想定を変えながら、当事者意識を持って臨めるようにしております。訓練では、さす

またなどで不審者に対応する職員や、速やかに児童生徒を避難させる職員など、各教

職員が役割分担をしています。訓練後には、児童生徒に振り返りを行わせ、自分の命

を自分で守るための行動について考えることができるよう指導をしております。また、

緊急時に即時対応できるよう安全管理に対する教職員の研修も適宜行っております。 

  今後も、保護者や地域、関係機関の協力の下、子どもの安全を守る取組を進めてま

いります。 
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  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。  

○議長（梶川三樹夫君） ２回目の質問ございますか。 

  １番川上議員。  

○１番（川上翔一郎君） 御答弁ありがとうございます。  

  町内会や民生委員、児童委員などの地域の見守り隊、交通安全推進隊、ＰＴＡの見

守り隊のほか、町の生活安全相談員など、町内の皆様の御協力により、子どもたちの

安全が守られていることに感謝申し上げます。  

  その中で、答弁でもありました。子ども１１０番の家、これは私もよく目にします

が、現状、機能しているのでしょうか。ここ最近の実績を教えてください。また、現

在の登録件数、分かれば、地域ごとに教えてください。  

  ２点目、私も用があり、小中学校に行くことがあります。そのとき思うのが、門は

閉まっていますが、鍵は開いているのが現状です。確かに門が施錠してあっても、別

の場所から侵入されれば一緒ではありますが、門以外で入るのと、門から入るのでは、

入ったところを見たときの警戒レベルが違うと感じます。  

  門を施錠していないことによる不審者侵入リスクについて、どのようにお考えでし

ょうか。  

  以上２点、よろしくお願いいたします。  

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  社会教育課長。 

○社会教育課長（竹林邦彦君）  社会教育課長です。１番川上議員からの子ども

１１０番の家の現状について、御答弁いたします。 

  子ども１１０番の家は、平成１５年に子ども１１０番運動として、青少年育成、府

中町民会議において開始いたしました。地域の子どもは地域で守り、安心して暮らせ

る環境を確保するために、子ども１１０番家運動を推進していきます。 

  子ども１１０番家の登録件数ですが、令和５年６月１日現在で、個人宅事業所を含

め、全体で５９０件の登録があります。小学校区ごとの登録件数ですが、府中小学校

区は１１３件です。府中南小学校区は１５５件です。府中中央小学校区は１４８件で

す。府中東小学校区は９４件です。府中北小学校区は８０件です。 

  青少年育成府中町民会議では、子ども１１０番の家を、場所を示したマップを作成

し、コロナ禍前の令和元年度までは毎年小学校へ提供しており、今年度から提供を再
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開する予定です。また、小学校では不審者への対応の１つとして、子ども１１０番の

家があることを指導しているところです。以前、開催した青少年育成府中町民会議と

ＰＴＡ役員との協議の中で、児童が子ども１１０番の家に水を飲ませてほしい、トイ

レを貸してほしい、疲れたので休ませてほしいと言って訪ねてくる事例があったと聞

いております。 

  子ども１１０番の家は地域ぐるみで子どもを犯罪から守るための取組であり、子ど

もを守るボランティア活動の１つです。青少年育成府中町民会議では今後も学校と連

携し、子ども１１０番の家運動を推進してまいります。 

  子ども１１０番の家の現状については以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（立花淑子君） 学校教育課長です。 

  １番川上議員からの「門を施錠していないことによる不審者侵入のリスクについて、

どのように考えていますか」という御質問についてですが、議員が言われるように、

現在、各校では施錠はしておりませんが、門は常に閉めた状態にしています。学校に

は、始業時間よりも後に登校する児童生徒もいます。そのほか、コミュニティースク

ールのサポーター、ＰＴＡなども様々な時間に来校し、活動をしています。コミュニ

ティースクールなどで、学校と家庭、地域が普段から顔の見える関係となることは、

日常的に来訪者に声を掛け合うことができ、早期に不審者を確認できるなど、児童生

徒などの命や安全を守る危機管理体制の充実にもつながると考えております。 

  学校施設の防犯対策などの安全管理は防犯カメラなどの施設や設備面での対応だけ

でなく、安全管理体制面での取組と一体的に行われることが重要であるため、今後も

学校と教育委員会が連携していきたいと考えております。 

  答弁は以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） ３回目の質問ございますか。 

  １番川上議員。 

○１番（川上翔一郎君） 答弁ありがとうございます。  

  子ども１１０番は、子どもが登下校中の緊急時に駆け込める大事な場所でもありま

す。いきなり知らない家に駆け込むのはなかなか勇気が要ることだと思います。青少

年育成府中町民会議で、この登録状況のマップを作成し、コロナ禍前の令和元年度ま

では毎年小学校へ提供しており、今年度から提供を再開する予定と御答弁いただきま
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したので、しっかりと学校と連携を取り、生徒さんにしっかり落とし込みができるよ

う、よろしくお願いいたします。また、登録の、いま一度精査していただくことを併

せてお願いいたします。  

  １回目の答弁でもありましたが、各学校２か所ずつ防犯カメラを設置と言われまし

たが、門のところに防犯カメラが設置できていない学校も見受けられます。２か所に

かかわらず、必要であれば設置のほどよろしくお願いいたします。  

  最後になりますが、防犯訓練や防災訓練は命を守る重要な訓練です。訓練のための

訓練にならないよう、そして、子どもの大事な命を守るのも当然ですが、そこで働く

先生たちの命を守るためでもあることを忘れないよう、よろしくお願いいたします。  

  私の質問を終わります。以上です。  

○議長（梶川三樹夫君） 以上、第５項、小中学校の安全対策の現状について、１番川

上議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係第６項、若年層の投票率の向上について、１４番齋藤議員の

質問を行います。 

  １４番齋藤議員。  

○１４番（齋藤 昇君） 皆さん、おはようございます。１４番斎藤です。一般質問通

告書に基づき、質問いたします。  

  質問事項は若年層の投票率の向上について。質問の趣旨ですが、選挙権が１８歳以

上に引き下げられて、早いもので８年余りが経過しました。次の世代を担う若者が社

会や政治への関心を持つことは非常に大切なことであり、積極的な社会参加、政治参

加の基本的な第一歩として、自身の選挙権を行使してもらうことが非常に重要だと感

じています。  

  しかしながら、引下げ後に行われている選挙においては、投票率が伸び悩んでいる

ように思われます。現在、近い将来の国政選挙の実施がささやかれ、また来年度には、

町の将来にとって非常に重要な府中町長選挙と町議会議員選挙が実施されます。投票

率、特に若年層の投票率の向上が急務だと考えられますが、町の取組の現状をお伺い

します。  

  以上、よろしくお願いいたします。  

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  行政委員会総合事務局長。 
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○行政委員会総合事務局長（小田上和史君） おはようございます。行政委員会総合事

務局長です。１４番齋藤議員からの一般質問、若年層の投票率の向上について、に答

弁いたします。 

  選挙権年齢の引下げにつきましては、平成２７年６月公職選挙法等の一部を改正す

る法律が公布され、平成２８年６月１９日以降の選挙より２０歳以上から１８歳以上

に引き下げられました。これにより、府中町においても選挙人の数が約２％増加し、

本年６月１日現在、１８歳が４６５人、１９歳が４６６人、計９３１人の方が選挙権

を有しておられます。 

  この選挙権年齢の引下げは、若年層の政治参加による民主主義の土台の強化や、若

年層の声を中長期的な諸課題の解決に反映させることを目指して行われたもので、議

員御指摘のように、まずは選挙人一人一人に選挙権を行使していただき、投票率を向

上させていくことが重要となります。 

  さて、投票率向上の取組に関しては、全国どの選挙管理委員会も試行錯誤しており、

特に若年層の投票率を向上させるためには、若年層が投票しやすい環境の整備や、若

年層に分かりやすい選挙情報の提供に合わせ、若年層に政治を身近に感じてもらい、

国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく主権

者になっていただくための施策が行われております。そのため、本町におきましては、

投票しやすい環境の整備として、平成２９年１０月の衆議院議員総選挙から、つばき

バスの発着点でもある大型商業施設イオンモール広島府中に期日前投票所を設置し、

また、令和２年９月の町議会議員選挙から、設置日数を３日間から４日間に延長して

おります。また、これまで世帯主宛にまとめて郵送していた投票所入場券を令和３年

４月の参議院議員再選挙から選挙人一人一人に個別に送付することとし、さらに、期

日前投票の開始日までにお手元に届くよう、郵送の時期も改めました。 

  次に、若年層に分かりやすい選挙情報の提供として、ＬＩＮＥを活用した投票の呼

びかけや投票所入場券に選挙管理委員会ホームページのＱＲコードを印刷するなど、

スマートフォンをよく利用する若年層に合わせた選挙情報の発信を行い、また、県外

の大学に進学された学生などが不在者投票をしやすくなるよう、マイナンバーカード

を利用したオンラインによる不在者投票用紙の請求手続を導入しています。 

  また、投票率の向上に向けた中長期的な取組として、町内の小学校６年生や、安芸

府中高校の生徒が学校で政治や選挙などを学ぶタイミングに合わせ、主権者教育とし
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て出前講座を行っております。この出前講座では、本物と同じ特殊な材質の投票用紙

と、実際の選挙で使用する投票箱や記載台を使用して模擬投票を行い、投票を身近に

感じていただいております。そのほか、中学校の生徒会選挙における選挙機材の貸出

しや、新たに選挙人名簿に登録された１８歳の選挙人にお祝いのメッセージと啓発冊

子の送付を行うなどの取組を行っております。 

  これらの取組の結果、府中町の投票率は、ここ１０年で若干の上昇傾向が見られ、

令和４年７月の参議院議員通常選挙では、広島県全体の投票率を２．９６ポイント上

回っております。しかしながら、依然、国政選挙においても、投票率は５０％前後に

とどまるなど、議員御指摘のとおり、決して高いとは言えない状況が続いています。  

  府中町選挙管理委員会としましては、投票しやすい環境の整備、分かりやすい選挙

情報の提供、主権者教育や投票啓発事業など、投票率の向上に向けた取組を関係機関

と連携を図りながら、引き続き、行ってまいりたいと考えております。  

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（梶川三樹夫君） ２回目の質問ございますか。 

  １４番齋藤議員。 

○１４番（齋藤 昇君） 答弁、大変ありがとうございました。  

  平成２９年１０月の衆議院総選挙から、つばきバスの発着点でもある大型商業施設

イオンモール広島府中に期日前投票所を設置し、また令和２年９月の町議会議員選挙

から設置日数を３日間から４日に延長しておりますということで、結構いろんな形で

やられてるんじゃないか思います。僕もイオンさんのほうには、個人的になんですが、

非常によく行かせていただいてるんで、その成果が結構出てるんじゃないかというの

を、目の当たりで感じております。  

  それともう１点感心したんですが、世帯主宛にまとめて郵送していた投票入場券を、

令和３年４月の参議院再選挙から選挙人一人一人の個別に送付することとし、さらに

期日前投票の開始日前にお手元に届くと。この郵送の時期を改めましたというのは、

この施策は非常にどういうんですか、個別にやっぱりやることと、それから期日前投

票の時期に合うような形でやられたというのは、これは大いに評価するんじゃないか

と思います。  

  特にまた若者にＬＩＮＥなどを活用して投票を呼びかけたり、投票所入場券に選挙

管理委員会のホームページのＱＲコードを印刷されて、スマートフォンをよく利用す
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る若年層に合わせた選挙情報の発信を行っていると。また県外の大学生に対してもマ

イナンバーカードを利用したオンラインによる不在者投票の請求手続を導入している

ということで、結構いろいろと努力がされている様子が、十分に分かります。  

  それで、現状において、私のこれは１つの提案なんですが、小中学校の児童に対し

て取組をし、他市町村においていわゆる子ども向け議会というのを、これ開催してい

る事例が最近よく話題になってると思います。子ども議会は、議会・行政の意義や仕

組みを理解してもらうことを目的に実施されているもので、まちづくりや教育行政な

ど、児童生徒にとって身近な話題を一般質問形式で市長や教育長に問うといった形が

多く見られます。県内においても、福山市での開催や廿日市市でも、２５年ぶりに

「未来を話そう！はつかいち子ども議会２０２２」と題して開催され、僕はこれは大

きな反響があったように思います。松本市長もしっかり答弁されてたのをＹｏｕＴｕ

ｂｅで見せていただきました。私はこの子ども会議の取組は、将来の積極的な社会参

加、政治参加のきっかけづくり、また自分たちの住む町を自分なりに調べ、整理、発

表することを通じて、住む町への愛着心につながるなど、非常に高い教育効果が期待

できると思います。  

  当町でも古い記録となりますが、府中町議が一般質問をして、その結果、平成

１５年に教育委員会が、府中町南小学校の生徒を対象に、子ども会議を開催された実

績があるようです。  

  コロナも第５類に移行して様々な行事が現在では復活しております。私も小学校、

中学校の入学式、あるいは運動会ですね。南小学校、中央小学校、結構行きましたけ

ど、子どもがはつらつとすばらしい演技をするのを、私も非常に勇気をもらっており

ます。  

  本年４月よりこども家庭庁も発足しておりますし、この機会に子ども会議を開催す

ることは、御父兄、府中町民に大きな反響を呼び、投票率の増加にもつながると思い

ますので、ぜひともこの子ども会議の実施を御検討いただきたいと思います。  

  以上、要望しまして、私の質問を終わります。  

○議長（梶川三樹夫君） 以上で、第６項、若年層の投票率の向上について、１４番齋

藤議員の質問を終わります。 

  以上で、総務文教関係の質問全部を終わります。 

  続いて、厚生関係の質問を行います。 
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  厚生関係第１項、がん患者支援と補正具購入費の助成を、１５番益田議員の質問を

行います。 

  １５番益田議員。 

○１５番（益田芳子君） 皆様、こんにちは。１５番、公明党の益田芳子でございます。

通告に従いまして、がん患者支援と補正具購入費の助成を、について質問をさせてい

ただきます。  

  がんは医療の進歩により、治療、入院、退院、自宅療養、がん患者さんにとっては

社会復帰と根治の可能性が大きく広がっている反面、がんの告知から始まる精神的な

負担、治療による身体的なつらさ、経済や生活面での悩みや体の変化など、心の苦し

みも大きいとされています。本日は、そうした御心配やつらさを抱え、治療を続けて

おられます皆様の支えとなる御答弁を心から期待をいたしまして、質問に入らせてい

ただきます。  

  質問、がん患者支援と補正具購入費の助成を。質問趣旨、２０１９年に全国で新た

にがんと診断された方は約９９万人。また、生涯のうちにがんになるリスクは男性で

約６５．５％、女性で５１．２％と、男女ともに２人に１人はがんになる傾向とされ

ています。がんの早期発見や治療の進歩に伴い、生存率も上昇し、がん治療をしなが

ら社会生活を続けられている方も多くおられます。こうした患者の方が尊厳を保ち、

安心して暮らせる社会としていくためには、医療のほかに、がんとの共生、治療と仕

事の両立、生活の質の向上などの支援が重要と考えます。  

  そこで、以下についてお伺いいたします。  

  １、思春期から若年成人（ＡＹＡ世代）への支援について。ＡＹＡ世代とは、一般

的に１５歳から３９歳までの年齢層の方で、進学や就職、結婚、出産といった人生の

転換を迎える時期にがんとなった場合、将来への不安や孤独を感じている人も少なく

ありません。中には、子育てと治療の両立に大変な思いをされている方もいます。こ

のＡＹＡ世代のがん患者への支援について、どのように考えておられますか。  

  ２、アピアランスケアへの支援について。アピアランスケアとは、抗がん剤など使

用することによって脱毛などアピアランス（外見）に変化が起こった際に、医学的・

整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、がん患者さんの生活の質の

向上を図る取組を言います。アピアランスケアは見た目を整えるだけではなく、その

人がその人らしく生きるために必要な支援だと思います。  
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  こうした取組の１つとして、医療用ウイッグの助成を行っている市町も多く、広島

県においても、令和４年から心理的・経済的な負担を和らげ、社会参加を応援し、よ

りよい療養生活になるように、ウイッグ購入費用の一部を助成しています。また、ア

ピアランスケアの取組としては、人工乳房（乳房補正具、胸部補正具）についても影

響が大きいものと思います。医療ウイッグや補正具の助成などのアピアランスケアへ

の支援についてどのように考えておられますか。お尋ねをいたします。  

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） 福祉保健部長です。１５番益田議員の一般質問「がん

患者支援と補正具購入費の助成を」について答弁いたします。 

  がんの治療につきましては、がんの早期発見や治療の進歩に伴い、生存率も上昇し、

がん治療をしながら社会生活を続けられている方も多くおられ、議員御指摘のとおり、

治療と仕事の両立、生活の質の向上など、医療のほかに患者に寄り添った支援が必要

となっております。 

  御質問の１点目、思春期から若年成人（ＡＹＡ世代）への支援についてですが、

１５歳から３９歳の思春期及び若年成人（ＡＹＡ世代）の方には様々な種類のがんが

発症する可能性があると言われております。また、この時期は、議員御指摘のとおり、

進学、就職、結婚、出産など人生の転機を迎える時期であり、将来への不安や孤独感

を感じておられることと思います。 

  医療機関においても、相談支援センターを設置するなど寄り添った支援を行われて

おります。また、町としましては、出産や育児などについてお悩みの方には、ネウボ

ラふちゅう及び子ども家庭総合支援拠点等の専門職員が一人一人の御不安を聞き、支

援につなげていきたいと考えております。 

  御質問の２点目、アピアランスケアへの支援についてですが、治療を継続しながら

社会生活を送るがん患者が増加している今、治療に伴う外見の変化、例えば化学療法

による脱毛（頭髪や眉毛、まつ毛など）などに対して、医療現場におけるサポートの

重要性が認識されており、医学的・整容的・心理社会的支援を用いて外見の変化を補

完し、外見の変化に起因するがん患者さんの苦痛を軽減するケアのことを、アピアラ

ンス（外見）ケアと呼ばれています。  

  化学療法による脱毛等に対するアピアランス（外見）ケアとしてウイッグを購入さ
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れるいる方が多くおられますが、ウイッグの購入費は値段に幅があり、患者の負担が

大きくなっています。議員御指摘のとおり、広島県では、がん治療による外見の変化

に起因するがん患者の心理的及び経済的負担の軽減を通じて、社会参加を促進し、療

養生活の質の向上を図ることを目的に、令和４年度から広島県がん患者ウイッグ購入

費助成事業を開始されております。この助成事業は、ウイッグ購入費の合計額の２分

の１（上限額５万円）を助成するものです。また、県内では、広島県の助成制度に上

乗せして、さらに助成している市町もあります。  

  がん患者の心理的及び経済的負担を軽減することで社会参加を応援し、よりよい療

養生活となるよう、広島県の助成制度の周知を図るとともに、本町においても事業の

研究を進めてまいります。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（梶川三樹夫君） ２回目の質問ございますか。 

  １５番益田議員。 

○１５番（益田芳子君） １５番益田です。御答弁ありがとうございました。  

  ＡＹＡ世代のがんについての特徴に、国立がん研究センター中央病院によりますと、

年間約２万人のＡＹＡ世代の方ががんの診断を受けておられ、その９０％以上は

２０歳以上と、年代によって発症しやすいがんの種類が異なり、その中で罹患率が高

い順位では、ゼロ歳から１９歳では白血病、２０歳から２９歳では胚細胞腫瘍、

３０歳から３９歳では女性乳がん、子宮頸がん、消化器がんが多くなる割合が示され

ています。こうしたＡＹＡ世代のがんについては、がん治療により学業の遅れや就労

の中断、仕事や子育て、介護などの影響が出ることもあり、国の第３期がん対策推進

計画の中にも、個々のＡＹＡ世代のがん患者の状況に応じた多様なニーズに対応でき

るよう、情報提供や支援体制及び診療体制の整備等が求められておりますが、情報相

談体制は十分でないとされています。  

  また、がん治療は長期にわたり、化学療法、放射線治療が行われ、自宅での療養や

緩和ケアもあります。緩和ケアの充実では、東京大学大学院の教授でもあり、厚生労

働省のがん緩和ケアに係る部会の座長でもあります中川恵一特任教授は、緩和ケアに

ついて、終末期の医療、体の痛みを和らげるものというイメージを持つ人が多いが、

それだけではない。むしろ、告知を受けたときの精神的なサポートが重要と言われて

います。がんと診断されてから１年以内に自ら命を絶つリスクは２０倍にもなるデー
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タもあり、医療機関はもちろん、社会全体で患者や家族を支える仕組みが求められて

いると話されています。  

  御答弁いただきましたように、医療機関の相談支援体制はもちろん、町の支援につ

いてもしっかりサポートができるよう、また情報提供をお願いしたいと思います。  

  １点目、ＡＹＡ世代の４０歳未満のがん患者の方が住み慣れた自宅で最後まで過ご

す場合、介護保険が使える在宅サービスの利用はできませんが、介護費用の一部を助

成する若年性在宅ターミナルケア支援を行っている自治体もあります。こうした支援

の考え方についてお聞きします。  

  次に、アピアランスケアについて。令和５年３月２８日に国が閣議決定しました第

４期がん対策推進基本計画の全体目標には、「誰一人取り残さないがん対策を推進し、

全ての国民とがんの克服を目指す」と掲げられています。国が取り組むべき推進の中

には、がん医療の充実に向け、診断時から患者と家族が感じるつらさなどに対し、緩

和ケアとして、適切な支援体制、がんになっても自分らしく生きられる環境の整備、

治療の影響による脱毛など患者の外見の変化に対するアピアランスケアの相談支援体

制の充実も挙げられています。  

  がんによる抗がん剤治療では、副作用による脱毛のために作られている医療用ウイ

ッグについて、調査のため、昨年の１２月に府中町の生涯学習センターくすのきプラ

ザ１階ギャラリーで、ウイッグヘアーの展示試着即売会がありましたので、参考のた

めに行ってまいりました。担当者の方から医療用ウイッグの説明を受けますと、一般

的なウイッグは地毛の上から着用しますが、脱毛した患者さんの場合は地肌に直接ウ

イッグを着用することが予想されております。そのためにウイッグを医療用に使用す

る場合は、頭皮の汗や皮脂を吸収するウイッグ下にキャップの着用やデリケートな頭

皮に優しい素材を随所に使用。髪の毛の分け目が自然に見える人工皮膚をつけるなど

工夫がされています。毛髪の材質や値段についても幅はありますが、仕事などで長時

間使用する場合によっては、高価にもなるとお聞きをいたしました。  

  今年の４月に入り、町内の方から、「がんになり抗がん剤治療の副作用で脱毛する

から、治療前に医療用ウイッグの申請をした際、県の補助があったので助かりました。

でも、府中町でも補助があれば、皆さん助かる」とのお声も聞かせていただきました。

今はつらい抗がん剤の治療中に加え、やはり髪が抜け落ちるのは想像以上にショック

で、ウイッグを用意していなかったら、外にも出られなかったと話されています。全
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国でも既に５６７に近い自治体で助成が始まっています。  

  以下、２点目についてお伺いいたします。現在、広島県及び県内における医療ウイ

ッグの助成実施の自治体数と支援内容について。３点目、また、広島県における令和

４年度と直近の助成件数と、同じく府中町における申請件数をお聞かせください。  

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  健康推進課長。 

○健康推進課長（平岡直美君） 健康推進課長です。益田議員の２回目の御質問３点あ

りましたうち、２点目と３点目についてお答えします。 

  御質問の２点目、広島県及び県内における医療ウイッグの助成実施の自治体数と支

援内容についてですが、広島県内では、広島県のほか、海田町、熊野町の２町が実施

されています。助成内容は、広島県はウイッグ購入費の合計額の２分の１（上限額

５万円）を補助し、海田町及び熊野町においても５万円を上限に、広島県の助成に上

乗せして助成されています。 

  次に、御質問の３点目、広島県における令和４年度から直近の助成件数と府中町に

おける申込件数ですが、広島県において、令和４年度は９４５件の助成をされていま

す。うち府中町からは２１名の方が助成を受けておられます。今年度は、４月、５月

の２か月の件数になりますが、広島県が２８２件の助成をされており、うち府中町は

８件となっています。 

  答弁は以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） 福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） 福祉保健部長です。私のほうからは御質問の１点目、

ＡＹＡ世代のがん患者に一部自治体が行っている若年性在宅ターミナルケア支援につ

いての考え方について答弁させていただきます。 

  議員御指摘のとおり、若年者のがん患者の方が住み慣れた生活の場で安心して自分

らしい生活が過ごせるように、在宅サービスの利用料の一部を助成し、患者と家族の

負担軽減を図る若年性在宅ターミナルケア支援について、全国的には多くの自治体で

実施されている状況を把握しております。 

  事業内容としましては、主にはホームヘルパーが訪問し、日常生活の介護や家事援

助を行う訪問介護及び車椅子やベッド一式など福祉用具の貸与について、１か月の上

限 額 ６ 万 円 の サ ー ビ ス を 利 用 し た 場 合 、 ９ 割 を 助 成 し 、 自 己 負 担 額 は １ 割の
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６，０００円となる内容となっております。住み慣れた生活の場で安心して自分らし

い生活が過ごせるように支援することは必要なことと思いますが、御指摘の若年性在

宅ターミナルケア支援も含めて、様々な事業について調査研究してまいりたいと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） ３回目の質問ございますか。 

  １５番益田議員。 

○１５番（益田芳子君） １５番益田です。御答弁ありがとうございました。  

  若年性の在宅ターミナルケアについては、町のほうでも柔軟にこれから調査研究を

していただけると理解をいたしました。  

  がん患者のケアについて、静岡県立静岡がんセンターが２０１３年に全国がん体験

者約４，０００人を対象にしたアンケート調査の中で、がん診断後に経験した悩みや

負担についての比較では、診療の悩み１８．６％、身体の苦痛２０．７％、心の苦痛

３８．５％、暮らしの負担２２．２％の調査結果とありました。現在、医療の立場か

らは、県は緩和ケアについての情報提供もされてきておりますが、こうした患者さん

や家族の方へのケアがまだまだ不十分でないともお聞きしております。ぜひ、町にお

きましては、特にＡＹＡ世代の方に対して寄り添う支援をぜひお願いをしておきたい

と思います。  

  次に、県の令和４年度のウイッグに対する助成件数も年々多くなっていることも分

かりました。町においても、令和４年の４月から２１人、令和５年に入り、既に２か

月間で８人の方が既に申請をされています。全国の自治体の中には、ウイッグ以外に

も助成での補正下着等の支援も対象になっております。様々な観点から、今後も広島

県の助成申請によくよく注視をしていただき、町の独自の支援策を大いに期待をいた

します。また、がんの早期発見におきましては、第４期がん対策推進基本計画に、自

治体が行う検診の受診率の目標値を現行の５０％から６０％に引き上げられました。  

  最後に、本町におきましても、こうした検診率の向上にもしっかり取り組んでいた

だきますよう、合わせて要望して、私の質問を終わります。ありがとうございました。  

○議長（梶川三樹夫君）  以上で、第１項、がん患者支援と補正具購入費の助成を、

１５番益田議員の質問を終わります。 

  続いて、厚生関係第２項、ペアレントトレーニングの取組について、７番山口議員
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の質問を行います。 

  ７番山口議員。 

○７番（山口晃司君） ペアレントトレーニングの取組について質問をいたします。  

  今年度より精神障害、精神疾患など心の病について４０年ぶりに高等学校の保健体

育の教科書への記述が復活しました。これにより高校生の時期より１０代での発症も

多い精神疾患への理解が深まり、早期発見・早期治療に結びつくことや、障害や疾患

に対する偏見よりも、誰しもが自分自身の問題と捉え、相談しやすくなることが期待

できます。しかし、精神疾患の問題として、周りからの偏見もそうですが、自分自身

への偏見、家族からの偏見の問題がより根深く、特に早期治療へ結びつけるためには

家族からの協力、家族への啓発が必要になってきます。  

  総務文教委員会で障害児への学習支援を取り上げた際、約８．８％の児童が学習面

や行動面に著しい困難を示す発達障害の可能性がある。そのような状態だとの説明も

ありました。３０人学級だとすれば、１クラス２人から３人に当たり、それだけの保

護者が負担を抱えながら子育て、生活していることになります。今後、精神疾患に対

しては、グレーゾーンも含め、家族をどう支援していくかということが課題になって

くると思われます。  

  そこで質問ですが、１、精神疾患の理解を深め、早期発見・早期治療に結びつける

ために、家族への支援の必要性をどう認識していますか。  

  ２、ペアレントトレーニングという発達障害のある（または疑いのある）子どもを

持つ保護者を対象にした取組で募集をかけると、すぐに定員が埋まるほどに人気のあ

る事業がありますが、事業の詳細と効果をどのように捉えていますか。また、府中町

で取り組むことは考えていますか。  

  以上、よろしくお願いいたします。  

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） 福祉保健部長です。７番山口議員の一般質問、ペアレ

ントトレーニングの取組ついて、答弁いたします。 

  御質問の１点目「精神疾患の理解を深め、早期発見・早期治療に結びつけるために、

家族への支援の必要性をどう認識していますか」についてですが、町では、まず乳幼

児期においては、ネウボラふちゅうにおいて、健診や担当保健師による定期的な面談
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等を通じて、お子さんの成長に応じた支援を、保護者と御相談しながら進めておりま

す。お子さんと保護者に切れ目なく寄り添うことで早期発見につながり、必要に応じ

て、医療機関等への専門機関へ連携したり、福祉支援が必要なときには、福祉課障害

者福祉係と連携したりするなど、様々な関係機関と連携しております。 

  家族への支援としましては、子育て支援課の子ども家庭総合支援拠点の専門職員が

定期的な訪問も含め、継続支援を進めております。専門職員による相談支援のほか、

家事・育児支援も必要に応じて行っております。家族や保護者が孤立しないように、

寄り添い支援を継続してまいります。 

  御質問の２点目「ペアレントトレーニングの事業の詳細と効果をどのように捉えて

いますか。また、府中町で取り組むことは考えていますか」についてですが、ペアレ

ントトレーニングは、子どもとの関わり方や子育てに不安を抱えている子育て家庭に

対して、親子の関係性や発達に応じた子どもとの関わり方を学ぶための講義、グルー

プワーク、個別のロールプレイ等を行い、健全な親子関係の形成を支援するとともに、

同じ悩みや不安を抱える保護者同士の横のつながりの構築を支援するものです。 

  具体的には、定員１０名程度で、おおむね５回から８回（各回９０分から１２０分

程度）を目安に、グループワークを通して「子どもの褒め方」、「子どもの不適切な

行動への対応」など、対話を通して学ぶことが想定されております。支援対象として

は、親子の関係性や子どもとの関わり方などに不安を抱えている１８歳未満の子ども

を養育する家庭で、改正児童福祉法により、新たに地域子ども・子育て支援事業に位

置づけられる事業の中の１つである親子関係形成事業の主な支援メニューとなってお

ります。実施主体は市町村となっておりますが、ＮＰＯ法人や社会福祉協議会への委

託も可能で、先進的に実施されている自治体では、発達障害等に関するペアレントト

レーニングを実施している事業者等に委託したり、ペアレントトレーニングを提供し

ている講師を招いて、市町村で実施したりされております。 

  また、ペアレントトレーニングの実施に当たっては、保護者支援臨時特例事業とし

て、ペアレントトレーニングの受講費や保護者指導支援プログラム資格取得費用等の

補助メニューもあります。本町においては未実施の事業ですが、子ども・子育て関連

の事業計画であります子ども・子育て支援事業計画の次期計画（令和７年度から令和

１１年度）において、地域子ども・子育て支援事業のほかの新規事業とともに、効果

的に事業を進めていけるように検討してまいります。 
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  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（梶川三樹夫君） ２回目の質問ございますか。 

  ７番山口議員。 

○７番（山口晃司君） 御答弁ありがとうございます。  

  現在の支援メニューだと、どうしても中学校の高学年から高校生、新社会人までが

十分にカバーし切れないように思われます。どんな病気でもそうですが、自覚症状だ

けだとどうしても後回しになってしまいがちですので、周り、特に家族ができるだけ

正しい精神疾患の知識を持ち、治療にかかることを後押しすることが、早期発見、早

期治療、早期回復、社会復帰につながりますので、子どもが発症しやすい年代の家族

への啓発は考えていただきたい。これは要望しておきます。  

  次に、ペアレントトレーニングについてですが、広島県の公式サイトに、「ペアレ

ントトレーニングとは、発達障害のある（または疑いのある）子どもを持つ保護者が、

子どもの特性や具体的な対応方法を身につけることで、子どもの適応行動を増やし、

子育ての負担の軽減が可能になることを目指し開発されたものであり、県としても普

及に取り組んでいます」とあり、ペアレントトレーニングの実施に必要な知識や技術

を習得できる環境を構築することを目的に、ペアレントトレーニングの広島版研修動

画を作成し、公開しています。  

  このことからも、広島県とすれば、動画作成に費用をかけても、講師育成の費用や

時間が軽減され、ペアレントトレーニングの普及が早急に進めば、それ以上の効果を

もたらすと考えているからだと思います。令和７年度からの次期計画の中で、親子関

係形成事業について検討されていかれると思いますが、講師育成に対し、国などの補

助や県のサポート、何より実施すればすぐに定員がいっぱいになってしまう人気に現

れる保護者のペアレントトレーニングに対する期待を考慮し、実現に向けて前向きに

検討していただきたいことを要望して、質問を終わります。ありがとうございました。  

○議長（梶川三樹夫君） 以上で、第２項、ペアレントトレーニングの取組について、

７番山口議員の質問を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（梶川三樹夫君） ここで昼休憩といたします。再開は１３時からといたします。

休憩。 

（休憩 午前１１時４３分）  
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（再開 午後０１時００分）  

○副議長（二見伸吾君） 議長を交代いたしました。 

  休憩中の議会を再開いたします。  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（二見伸吾君） 午前中に続いて、厚生関係第３項、自転車の利用の安全対策

について、１６番橋井議員の質問を行います。 

  １６番橋井議員。 

○１６番（橋井 肇君） １６番橋井です。自転車利用者の安全対策について質問をさ

せていただきます。  

  警視庁交通局が作成した令和３年度における交通事故の発生状況等について、同資

料の自転車関連交通事故の状況によると、令和３年にヘルメットを着用せずに交通事

故で亡くなった方は合計３３６人。主な損傷部位は、頭部が１９５人で５８％、胸部

が４０人で１１．９％、頸部が２７人で８％と、頭部が最も高い数値です。また、ヘ

ルメットを着用していた場合と着用していなかった場合で比較すると、非着用の方は

着用者に比べ致死率が１．６倍にも上昇するというデータが出ております。先日の新

聞には、「６月２０日、政府は閣議で２０２３年度版交通安全白書を決定した。ヘル

メットを着用していなかった場合は、着用していたときに比べて致死率が２．４倍だ

った」と説明をしております。ですから、私が調べたときよりも致死率が上がってい

るというのが先日書いてありました。  

  改正道路交通法の施行により、令和５年４月１日から、年齢に関係なく全ての自転

車利用者に乗車用ヘルメットの着用義務が課せられることになりました。警察庁が今

年２月から３月にかけて着用の実態を調査したところ、広島県での着用率は４．２％

にとどまっていて、着用する人をどう増やすかが課題となっております。  

  そこでお伺いをいたします。  

  １、自転車事故の実態と、マナーやルールを守り自転車事故危険運転防止を強化す

るため、どのような取組をされているのか。  

  ２、小中学校での交通安全教育の徹底やルール・マナーの意識啓発への取組は。  

  ３、子どもから大人まで、事故防止対策として、自転車利用者にヘルメット着用の

必要性、周知はどのようにしているのか伺います。  
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  よろしくお願いをいたします。  

○副議長（二見伸吾君） 答弁。 

  町民生活部長。 

○町民生活部長（森本雅生君） 町民生活部長です。１６番橋井議員からの一般質問、

自転車利用者の安全対策について、に答弁します。 

  現在、健康志向や環境意識の高まりなどに加えて、新型コロナウイルス感染症に対

する対策として、人と接触を低減する取組や公共交通機関の混雑回避等の影響から自

転車利用の関心が高まっています。 

  一方、便利な反面、自転車は、道路交通法では軽車両に位置づけられており、車の

仲間であることから、ルールを守り、安全運転を行うことが求められていますが、近

年、危険な運転等による事故が増え、社会的な問題となっています。 

  このことから、２０２２年１１月には、自転車は車道が原則及び歩道は例外並びに

新たにヘルメット着用を内容とする新しい自転車利用五則が定められ、事故の実態を

表す客観的なデータに基づいた的確な対策と自転車の安全対策が進められているため、

注視しているところです。 

  それでは、１つ目の御質問「自転車事故の実態を踏まえ、交通マナーやルールを守

り自転車事故・危険運転防止を強化するため、町としてどのように取り組んでいます

か」についてです。 

  まず、町内における自転車事故についてですが、広島県警の統計資料によりますと、

令和３年は１９件で、年齢区分は中学生１人、高校生３人、大学生１人、２０代から

６４歳まで１２人、７５歳以上２人、令和４年も１９件で、年齢区分は小学生２人、

高校生２人、２０代から５０代１２人、６５歳から７４歳３人となっています。 

  次に、取組についてですが、春・夏・冬の交通安全週間やつばき祭り等のイベント

時における啓発チラシの配布、広島東警察による日常的な巡回、町の生活安全指導員

によるパトロール、広報ふちゅうや府中町ホームページへの掲載による啓発を行って

います。 

  また、新たな取組として、横４５センチ、縦１５０センチの「自分の命を守るヘル

メットをかぶりましょう」といったのぼりを作成の上、６月５日に向洋駅北口駐輪場

へ３本設置しました。 

  続いて、２つ目の御質問「小中学校における交通安全教育や交通ルール・マナーの
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意識啓発への取組は」についてです。 

  現在、町では、広島東警察、広島東交通安全協会、府中町交通安全推進隊の協力の

下、４月に町内５つの小学校の１年生を対象とした交通安全教室、５月から６月にか

けて、町内の小学校３・４年生を対象としたＤＶＤ鑑賞と実技指導という内容の自転

車教室を、それぞれ実施しています。また、参考となりますが、自転車通学者が多い

町内にある県立高校に対して、４月にヘルメット着用の呼びかけを含めた自転車教室

を実施したという報告が広島東警察からありました。 

  最後に、３つ目の御質問「子どもから大人までの事故防止対策として、自転車利用

者にヘルメット着用の必要性をより積極的に周知啓発する必要があると考えますが、

町としての考えや取組は」についてです。 

  令和３年５月に町内の学校に対して、自転車の安全利用について、文書により周知

を実施していますが、こういった取組の中でヘルメット着用の呼びかけを定期的に行

うとともに、町内１１幼稚園・保育園・認定こども園の新入園児を対象に５月と６月

に行っている交通安全教室、先ほど説明しました、町内５つの小学校の新１年生を対

象に４月に実施している交通安全教室の際に、保護者宛チラシを配布するという啓発

を行いたいと考えています。また、町内の高齢者を対象に１１月に実施しているシル

バー・ナイト・スクールの際にもチラシによる周知を実施していきます。さらに、先

ほど新たな取組として、のぼりを設置したと説明しましたが、こののぼりをさらに町

内の主要道路等に設置したいと思います。 

  自転車を運転する際にヘルメットを着用することは、自転車に関わる交通事故被害

の軽減につながると考えられるため、交通安全対策上も非常に有効であると認識して

います。県内市町などの取組内容を踏まえつつ、より効果的な周知について、調査・

研究を続けていきたいと考えています。 

  答弁は以上です。よろしくお願いします。  

○副議長（二見伸吾君） ２回目の質問はございますか。 

  １６番橋井議員。 

○１６番（橋井 肇君） １６番橋井です。親切な御答弁、大変にありがとうございま

した。町の様々な取組について知ることができ、安心をいたしました。現在の取組を

引き続きお願いするとともに、一層の充実をしていただければと思います。  

  ここで２回目の質問ですが、ヘルメットの着用を促進するツールとして、他の自治
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体が導入している助成制度について、町はどのようにお考えですか、教えてください。

お願いいたします。  

○副議長（二見伸吾君） 答弁。 

  自治振興課長兼職次長。 

○町民生活部次長兼自治振興課長（谷口充寿君） 自治振興課長兼職次長でございます。

１６番橋井議員からの２回目の質問、「他の自治体が導入しているヘルメット助成制

度について、町はどうお考えですか」について答弁いたします。 

  ヘルメット着用率を高める方法の１つとして、県内の幾つかの自治体で自転車用ヘ

ルメット購入補助制度に取り組んでいることは承知をしております。広島県が県内市

区町に対して、４月に実施しました調査結果によりますと、竹原市、東広島市、安芸

高田市、江田島市、神石高原町で購入補助を導入しておりました。その内容は、いず

れも義務教育期間の小中学校における通学用ヘルメットに対する助成制度となってお

ります。なお、６月１０日付の中国新聞には、三原市が市民を対象に、１人につき

１回２，０００円を上限に、半額を補助する制度を７月から開始すると掲載をされて

おりました。当町では、両中学校とも自転車通学がないため、助成制度を導入してい

る４市１町とは条件が合致しておりません。また、町域が狭く、行動範囲が広くない

こと、交通の便もよいことから、県内の市町と比べて、自転車需要は多くないと思わ

れます。 

  こういったことを踏まえるとともに、購入費用が高額ではないこと、改正道路交通

法の施行後数か月しか経過しておらず、意識啓発が進行中であること等、総合的に判

断して、現状では助成制度を想定することは考えておりません。しかしながら、自転

車を活用した観光施策を推進しておりますので、県内市町などの動向を踏まえつつ、

補助制度導入事例について調査研究を続けていきたいと考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。  

○副議長（二見伸吾君） ３回目の質問はございますか。 

  １６番橋井議員。 

○１６番（橋井 肇君） １６番橋井です。御答弁ありがとうございました。  

  ヘルメットの着用は努力義務であるため、着用するかどうかは利用者に委ねられて

いるものの、事故の際に命を守る手段として、ヘルメットの着用は重要な役割を果た

しています。今後も、法改正の趣旨を丁寧に周知し、着用を促していただきたいと思



- 40 - 

います。  

  また、ヘルメット着用と同時に進めたいのが、交通ルール遵守に対する意識の向上

です。道交法上、自転車は軽車両と定められており、車道の左側走行が原則となって

います。信号も歩行者用信号ではなく、車両用の信号を守らなければなりません。飲

酒運転はもちろん、携帯電話を操作しながらの運転も禁じられております。しかし、

これらが守られていないケースを目にすることが多く、警察庁によると、昨年起きた

自転車による歩行者との死亡重傷事故のうち、自転車側の法令違反は７割を超えてい

たそうです。今回の法改正施行を契機に、安全走行に対する意識を高める取組もお願

いをいたします。  

  今後、調査研究を継続してまいりたいというお考えをお聞きしましたので、今後の

取組について期待をいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。  

○副議長（二見伸吾君） 以上で、第３項、自転車の利用の安全対策について、１６番

橋井議員の質問を終わります。 

  続いて、厚生関係第４項、府中町ゼロカーボンシティ宣言について、６番田中議員

の質問を行います。 

  ６番田中議員。 

○６番（田中伸武君） 田中伸武です。お願いします。府中町ゼロカーボンシティ宣言

についての質問であります。 

  この宣言は３月の定例会で、町長の施政方針で示されました。宣言、実際に読み上

げる宣言ではありませんでしたけれども、広報の４月号には大きく表紙で写真つきで

取り上げて、ホームページにもアップして、そうやってきちんと示しているというも

のであります。内容のポイントとしては、気候変動による異常気象が多発し、その対

策は喫緊の課題だということで、国際会議や政府の目標を示した上で、最終的に府中

は「２０５０年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティの実

現を目指すことを宣言します」とあります。 

  我が議会でも、児玉議員が昨年、一般質問で一度ならず取り上げて、それに応えた

ものになった宣言でありますけれども、この宣言という形は、府中では１９８２年の

非核都市宣言に次ぐというものでありましょうか。４０年ぶり、力の入れようがよく

分かるという、そういう宣言だと思うわけであります。 

  ゼロカーボンシティはそのまま読み取れば、ゼロ、炭素、町だから、二酸化炭素を
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出さない町だということになるわけですけども、そのまま取るとあり得ないわけであ

りますよね。車に乗ったり工場が動いたり。人間も息すなや、二酸化炭素を出すなや

ということになるわけですけれども、これはもちろん実質ゼロ、ニュートラル、ニュ

ートラルというのも何か中立という意味なんでちょっとどうか思うわけですけども、

ＣＯ２を出す分と、植物何かがそれを吸収する分を差し引いて、つっぺにすると。そ

ういう状況を持っていこうということなわけですよね。この理屈はあっちこっちで説

明されていて、やっと分かるようになったわけですけれども、結局、二酸化炭素出す

けれども、出す量を減らしていこうという宣言なわけであります。いちゃもんつける

ようなんですけども、１つのシティでニュートラルにするということは、これはなか

なか難しいわけで、特に府中なんかは町の半分しか緑はないわけですし、そこに、そ

の半分このところに５万２，０００人が住んで生活を営んでるわけですから、府中の

町だけでも、実質ゼロのニュートラルにももちろんできないと。かなり、そうすると

この宣言というのは、ゼロという数字を示しながら、実質ゼロでもないし、ニュート

ラルでもないし、理念的な大きな目標だということは分かるわけであります。 

  そうした宣言をすることによってでも我々としては取り組んでいかなければならな

い。さて、どう取り組んでいくか。そこで、お尋ねであります。  

  １つ、まずはなぜ「宣言」なのか。その狙い。まちづくりの構想や計画、施策にお

ける位置づけ。これ、「宣言」は何なのかと。 

  ２つ目。この宣言をする前からも、もちろんＣＯ２排出を抑えるために低炭素化、

脱炭素化、あるいは省エネ、その取組がされておるわけですけれども、宣言の前から

でも取り組んでいると。それをどう評価するかと。あるいはまた、当面のこの

２０２３年度の予算、３月で予算通りましたけども、そこで取り組む事業というのは

どういうものなのか。どうなってるかと。繰越しするものも一部あるようですけども、

当面の取組。これを２つ目のお尋ねであります。 

  そして３つ目のお尋ねは、脱炭素あるいは低炭素、脱温暖化、似たような意味で言

われるわけですけども、こういう全町的なあるいは、全町的というか、全世界的、地

球的な取組に対して、府中町としては、ある程度、身の丈に合った取組が必要なので

はないかと。府中という特性に合った取組も要るんではないかと。そして４番目の質

問ですけども、どうやって取組を考えていくのかであります。 

  府中町は御存じのように、自動車産業を中心とした工業も盛んであって、町工場も
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たくさんある。ＣＯ２でいうと、そういう産業部門の排出量が非常に大きい町であり

ます。こういう特性がある。 

  一方で、町は非常にコンパクトで人口密集地である。家が山裾まで迫っている。こ

ういう個性に合わせた取組を何か考える必要があるんじゃないか。そういう見通しに

ついてであります。 

  国は自治体の取組に対して２つの視点を示しているわけですけども、そういう視点

からもどう考えるのか。１つは、役場を中心とした事務事業の取組。もう１つは、民

間とか町民とか、そういうものを対象とした区域での施策。こういったものを２つの

視点で大きくは考えなさいということを示しているわけでありますが、この点からも

どう考えるのかということです。 

  以上、宣言にかこつけて、我が町でどう取り組むのかということを考えたいと思い

まして、まずは質問させていただきたいと思います。よろしくお願いします。  

○副議長（二見伸吾君） 答弁。 

  町民生活部長。 

○町民生活部長（森本雅生君） 町民生活部長です。６番田中議員からの一般質問、府

中町ゼロカーボンシティ宣言について、に答弁します。令和４年１２月議会の児玉議

員からの一般質問で答弁した内容と重複するところもございますので、御了承いただ

ければと思います。 

  質問の１つ目、１、「なぜ「宣言」か。その狙い。施策における位置づけは」につ

いてですが、ゼロカーボンシティとは、環境省により「２０５０年に温室効果ガスの

排出量または二酸化炭素を実質ゼロにすることを目指す旨を、首長自らが、または地

方自治体として公表した地方自治体」と定義されています。当町は令和５年３月

１３日に、全国で９０８番目として宣言したものですが、宣言の趣旨、狙いとしては、

全国の宣言を行った地方自治体と同様に、地球環境をめぐる社会情勢の大きな変化、

特に２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けた動きに呼応し、町の取組を加速

するため、宣言を行ったものです。 

  ゼロカーボンシティの実現は、行政だけでは当然、達成できません。住民、事業者

の皆様の御協力、協働が必要不可欠であり、宣言により、町としてみんなで取り組ん

でいくということを共有していただく意義も踏まえたものでございます。 

  施策における位置づけですが、第４次総合計画では、低炭素型のまちづくりの推進
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を単位施策として位置づけ、計画期間である令和７年度まで取組を進めているところ

です。令和８年度以降については、次期総合計画や次期環境基本計画などに位置づけ

し、施策を実施していく予定としております。  

  次に、質問の２つ目、「これまでの低炭素、省エネ関連の取組と評価。２０２３年

度など当面の計画について」ですが、当町の温室効果ガス排出量は、統計値として

２０１３年度比、２０２０年は約１９％削減となっております。削減の要因としては、

再生可能エネルギーの増加と火力発電電力量の減少等により発電時における二酸化炭

素の排出量が減少したほか、家電や業務設備等の買替えが進むことで省エネが徐々に

進んだことなどが要因と考えられます。 

  町の事業としては、森林が本来持つ公益的機能を維持保全するための森林整備事業

や、脱炭素・省エネなどの情報発信、イベントなどによる意識啓発の実施により、脱

炭素・省エネに努めてきたところです。  

  ２０２３年度など当面の計画については、県の計画との整合性を図るため繰り越し

た環境基本計画改定、地球温暖化防止実施計画（事務事業編）策定を行います。環境

基本計画は７月、実施計画は９月に完成の予定です。 

  ２０２３年度事業は後期実施計画に計上していた個人向け補助制度を令和６年１月

には開始したいと考えており、また、二酸化炭素吸収源対策としての間伐事業につい

ても特定財源を確保し、加速化していく予定としております。 

  ３つ目の質問、「府中町の特性や課題をどう見るか」についてですが、議員御指摘

のとおり、府中町の特性としては、排出量のうち、産業部門が約８割を占める状況で、

これは、ものづくり産業が集積している広島県の特性でもあります。目標達成の課題

としては、排出量が多い産業部門の削減が重要と考えておりますが、温室効果ガス排

出量の削減は、産業、運輸や民生など部門ごとに求められる技術開発の水準や実装の

スピード感が異なります。これまでも事業者自らが排出量の削減に取り組まれてきた

ところですが、様々な事業者、機会を通じ、連携、協力、情報共有を図り、目標達成

に向け、長期的に取り組んでいきたいと考えております。 

  また、コンパクトで人口密度の高い町の特性についてですが、環境省の地方公共団

体実行計画（地域施策編）策定・実施マニュアル（本編）では、「地方公共団体は従

来の拡散型の都市構造を集約型に転換することを基本的な方針とし、将来の人口減少

等を考慮して都市をコンパクト化（職住近接や集住化等）することにより、脱炭素型
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の都市・地域づくりを総合的かつ計画的に推進する必要がある」と示されています。 

  コンパクトで人口密度の高い特性は府中町の強みであると考えており、それを踏ま

えて、環境施策に取り組んでいきたいと考えております。  

  最後、４つ目の質問「今後の取組方と見通し。事務事業と区域施策の在り方」につ

いてですが、町では、国や県の中期目標に合わせ、２０１３年度を基準年度、目標年

度を２０３０年度とし、３９．４％の温室効果ガス排出量削減を環境基本計画に目標

として設定しました。この目標を達成するため、第４次総合計画の計画期間である令

和７年度までは、現在、位置づけしている事業を着実に実施し、令和８年度以降につ

いては、次期総合計画で事業費等も踏まえた施策を位置づけ、目標達成に向けて取り

組んでいきたいと考えております。 

  地球温暖化防止実行計画の事務事業は今年度策定し、２０３０年度における町の事

務事業・公共施設から排出する温室効果ガス排出量の削減目標を設定するとともに、

必要となる対策等を示していきたいと考えております。地域施策に関する計画の策定

については、今後検討してまいりたいと考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いします。 

○副議長（二見伸吾君） ２回目の質問はございますか。  

  ６番田中議員。 

○６番（田中伸武君） 田中伸武です。答弁ありがとうございました。  

  宣言は９０８番目ということで、日本全国の自治体１，７８８から見るとちょうど

真ん中辺ぐらいでやったのかなということになるわけで、全国的にいろんな足並みを

そろえて取り組もうという、そういう意味でもあるということが分かるわけでありま

す。この宣言が町の取組を加速させるというのが１つの大きな意味なんだと。加速。

それも御答弁よく分かりました。当面の令和７年度までの計画、そして令和８年度以

降の次の計画、そういう中でいろいろ考えていこうじゃないかということも御答弁よ

く分かるわけです。  

  そこで再質問ですけれども、私の問題意識としてはやはり、この取り組むときに、

どういったアイデアを打ち出すか、どういった政策を打ち出すかと。そのためにはや

っぱり府中町の排出状況というのを把握しておく必要がある。そう思うわけなんです

が、いかがでありましょうか。ここは事前に、この質問のやり取りをさせていただい

た中でも出たんですけども、環境省の資料とか、あるいは町のこの環境基本計画に出
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ている資料では、府中町の温室効果ガスの排出量は、先ほどの答弁でもあったように、

２０１３年から２０２０年までの７年間で１９％削減されたんだということになって、

数値がはっきり示された。ところが、この１９％の削減というのは、実際に測って、

府中町のあっちこっちでＣＯ２出とるのを測って、１９％減ったでというものじゃな

いわけですよね。統計的な計算だと。これで町の実態というのがつかめるのかどうか。

これは別に府中町に限ったことではないんですが、日本国全体それぞれの町で、どこ

がどう削減されとるんか、というのが分かるんかという問題であります。  

  仮定の話で家庭の話をしますけども、例えば府中町の町民が、極端に言えばですよ。

町の家庭全部が電気やガスを節約して、日の出とともに起きて、日暮れとともに寝床

につく。そんな生活してエネルギーはほとんど使わないようにしたと。仮にですよ、

やったとしても、府中町の温室効果ガス削減のデータいうのは変わらない。統計とし

ては変わらないし、環境省が示すものには変わらないわけであります。これは極端な

例ですけれども。つまり、こういった府中ならでは何かどっか頑張ってるんじゃない

の、いやそうではないんじゃないのというところを、どうつかんで、どう取り組んで

いくか。ここがなかなか難題じゃないかなと思うわけであります。町工場が多い、で

も町工場でひょっとしたら、非常に府中の町工場、いろいろ頑張ってて、節約・省エ

ネに努めていて、実は工業出荷額に比べて、案外、排出量は少ないかもしれない。で

も、それは出てこないわけですね。あくまで日本全国県全体のデータだろうと思われ

るわけでありますけども、ここのところの府中ならではの、あるいは各市町の特性を

どう把握するのか。今のデータで大丈夫なのかという点を、改めてもうちょっと詳し

く御説明いただいて、考えたいと思うわけであります。そうした上で何かアイデアが

出てくるのではないかということで、その点を１つ再質問させていただきたいと思い

ます。お願いします。  

○副議長（二見伸吾君） 答弁。 

  環境課長。 

○環境課長（砂崎勇介君） 環境課長でございます。６番田中議員からの２回目の御質

問について答弁いたします。 

  まず先ほど御質問にもありましたが、府中町、この数字、統計値でということ、

１回目の答弁でいたしました。こちらの温室効果ガス排出量につきましてですが、推

計に当たっては、実績値活用法、それから府中町で採用している炭素量案分法という
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ものがございます。府中町が採用いたしております炭素量案分法というのは、エネル

ギー使用量の実績値がなくても推計が可能な手法で、最も簡易な統計の手法とされて

おります。こちらにつきましては、初めて区域施策編を策定する中核市未満の市町村

における標準的な手法として位置づけられているものでございます。この手法による

算出方法につきまして、一例といたしまして、産業部門の製造業の二酸化炭素排出量

について説明したいと思います。 

  製造業から排出される二酸化炭素は製造業の製造出荷額等に比例すると仮定をいた

します。その基、都道府県別エネルギー消費統計の製造品出荷額等当たり炭素排出量

を市区町村の製造品出荷額等で案分をし、それを二酸化炭素に換算して推計するとい

うものでございます。この今、製造業の一例を申し上げましたが、製造出荷額等に比

例すると仮定する製造業のほかにも、従業員数に比例すると仮定する建設業、工業、

農林水産業、業務部門、それから世帯数に比例すると仮定する家庭部門、自動車保有

台数に比例すると仮定する運輸部門などがございます。 

  こうした統計の手法でございますが、田中議員のほうから特性に応じた分析が必要

でないかという御質問がございました。この手法につきましては、府中町の製造出荷

額や従業員数、世帯数などを用いて算出する推計方法でございますので、現時点で府

中町の実態に即した推計方法であると考えております。 

  しかしながら、議員御指摘のとおり、この手法は全国または都道府県の炭素排出量

を部門的活動量で案分して推計する方法でございますので、町の特性に応じた排出量

の分析、対策施策の効果の分析は正しく把握できない場合も想定されるため、炭素量

案分法が実態と乖離していないかは、毎年行います年次評価の際に検証いたしまして、

推計手法の選択についても、今後、検討してまいりたいというふうに考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（二見伸吾君） ３回目の質問はございますか。 

  ６番田中議員。 

○６番（田中伸武君） ３回目なのでこれで終わりますけれども、ありがとうございま

す。  

  ちょっと一部言わんかったことがあるんじゃけど、町の実態というのが個性あふれ

る炭素削減になっとるかどうか、それは分からない。案分、そういうやり方でしか今

は推計できない。それはよく分かりました。これは打合せのときもお話ししたんです
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けど、やっぱり環境省のやり方にもちょっと私は問題があると思うわけであります。  

  環境省のホームページには、自治体カルテというのが載っているんですね。全国

１，７００の自治体それぞれに全部、あなたの町の炭素排出はここが強い、ここが弱

い、ここは何％だ、だからこうしたほうがいいんじゃないかということを、１つの自

治体当たり１０ページぐらいにわたって詳細に載っけておるわけでございます。これ

を見ると、カルテという表現なので、一つ一つの町に聴診器を当てて、あんたは肺が

悪いよ、いやでも胃腸は強いよと。あるいは、あんたは足腰は強いけど、上半身弱い

ねとか、そういうことをきちんと診断しているものだと、つい思い込むわけでありま

すけれども、今、御答弁にありましたように、一定の案分法であり、県単位の特性を

示したもの。環境省の自治体カルテの府中町の部門は、これはＣＯ２の排出量、先ほ

どの温室効果ガスとはちょっと違うところもあるようですけども、産業部門の排出が

８９％、家庭部門が４％、運輸部門が３％などとなっております。でもこの排出量は、

やはり同じように、人口だったり家庭の数だったり、あるいは工業出荷額でその町の

統計的に割り算したものであると。だったら、もともと１つの県単位の数字を県の平

均で見たようなものだというふうに思えるわけで、あなたの町がこうだと言わずに、

あなたの県はこうですよというふうに言ったほうが統計的には正しいんじゃないかと

私は思うわけでありますけれども、これは恐らく環境省が、各市町に責任を持ってあ

なたの町でも取り組みなさいと、こういうデータ示してるんだよということを示して

るんではないかと。そういうための仕掛けではないかと私は推測するわけであります。  

  そういう中で、唯一、各町別でデータが出てきているのが太陽光発電に関してであ

ります。町のこの環境基本計画の資料にもありますけれども、家庭戸建て住宅への太

陽光発電の導入、これは住宅土地統計調査結果に基づくものだそうですけども、平成

３０年時点で、広島県内では７％なのに、府中町は５．７％だと。これははっきり府

中町が広島県の中でも進んでないと。太陽光発電の購入を後押しする制度がなかった

ということも、１つの要因かもしれませんけれども、数字として出ているわけであり

ます。この太陽光についてのデータははっきりしているので、町もここに注目して、

２０２３年度、太陽光の補助制度を遅ればせながら設けるという、新年度予算を組ま

れておることで、これは狙いとしては遅れとるところを進めようとしてるのかなとい

うことで非常に理解できるわけであります。ただ、１件５万円という話が当初出たの

で、ここのところは今の時点では、金額について議論があるようですけど、スタート
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して、しかも３か月分でスタートしようということなので、ここからまた発展させて

いくことは大いに考えられるわけであります。  

  それから、太陽光だけではありませんけども、今後の見通しの中では、今のような

統計データには現れない、太陽光は現れたわけですけども、それ以外はないわけで、

太陽光以外のやはり町の特性とか遅れてるところ、進んでるところ、あるいは新しく

考えられること、ここを探し出していかにゃいけんと。これが今からの取組として大

きな課題だろうと思うわけであります。  

  産業の部門が多いというところで、いろんな町工場にも出向いていったり、情報共

有したりするような、そういう働きかけも町はやるようにお伺いしておりますが、こ

れも非常にいいことだろうと思います。数字に表れない一つ一つの取材を通して、何

か見つけることができるかもしれない。あるいは、いろんな脱炭素、低炭素、省エネ

のアイデアは、もうあらゆるものが環境省の事例集にも載っておりますし、テレビ、

新聞でもいろいろ取り上げられとるわけですが、その中で府中にあったものもこれも

探していかにゃいけんと。  

  僕は町のコンパクト、町の特性は、先ほどの答弁でも強みであるという御答弁あり

ましたけども、その強みを生かすような、やっぱり具体策が要るんじゃないかと。こ

れは直接関係ないかもしれませんけども、やっぱり山裾に近い団地が多いから、交通

施策として、いわゆるデマンド型タクシーがバスに代わってそこそこ人気がある。で

もこれはデマンド型タクシーの案外普通のタクシーより省エネだったり、あるいはマ

イカーをそれに乗り換えることで省エネだったり、交通施策ではあるけれども脱炭素

の取組でもあることになるわけです。統計としてはガソリンの消費量に、町のガソリ

ンの消費量には響かないかもしれないけれども、そういうアイデアもあるかもしれな

い。あるいは山林の開発を抑制すること。町内でもまた安芸府中高校の近くで開発の

話があるようですけれども、こういったものにどう抑制していくかということも、町

ならではのいろんな取組の１つかもしれません。実際、平成２６年度には、町はコン

サルタントに委託して、スマートコミュニティー構想という報告書を出させたことが

ありました。これは公共施設のほか、空き家の屋根も利用した太陽光パネルの設置と

か、あるいは家庭の生ごみを発酵させたバイオガス発電、いわゆる都市の近郊の住宅

密集地ならではのアイデアがコンサルのほうから出たことがありました。実現に至る

ものは、今のところほとんどないようですけれども、こういった町の特性をどう見て、
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どう生かすかというアイデアはやっぱりこれから探さにゃいけんのんだろうなと思い

ます。  

  つい最近、これも新聞見ながらあれっと思って、６月２１日ですけども、再エネ、

地産地消を目指す。これはちょっと田舎型ですけども、太陽光発電や小水力の発電な

どの、地域で小さな発電して、そこで消費する。これが結構、最近流行りになった。

トレンドになってると。これ環境省も、先行地域として認めておるというような記事

が出たりしていました。  

  先ほどの、企業訪問してアイデアを交換するということも大切だろうと思います。

数字に表れないところで何かひねり出すということも大切だろうと思います。ここは

もちろん役場だけではできるものではないし、町民もこぞって考えにゃいけんところ

ですが、先週まで募集していた環境基本計画に対するパブリックコメントでは、どう

も応募がなかったようにも、町民からは意見が出なかったようにも聞くわけですけれ

ども、ここらに何かアイデアを掘り起こすための仕掛けというのは、やはり役場も考

えないけん。それに応える町民、我々も頭をひねらにゃいけんということだろうと思

うわけであります。  

  以上、いささかちょっと私の一方的な意見、あるいは提案発表のような形になった

かもしれませんけれども、ゼロカーボンシティ宣言にかこつけて、やはりみんなで考

える機会をつくって、そしてこれからもまちぐるみ、あるいは町民ぐるみで考えてい

きたいと。そういうことをこの質疑を通して理解させていただいたと思います。  

  以上、３番目の質問として、私の提言だらけになったかもしれませんが、これで終

わらせていただきます。ありがとうございました。  

○副議長（二見伸吾君） 以上で、第４項、府中町ゼロカーボンシティ宣言について、

６番田中議員の質問を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（二見伸吾君） ここでお諮りします。 

  本日はこれをもって延会としたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（二見伸吾君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれをもって延会とし、次回は６月２７日午前９時３０分から会議

を開きます。 
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  お疲れさまでした。延会。 

（延会 午後 １時５１分） 


